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Ⅰ．北海道大学における質保証について 

  北海道大学では、令和 5年 4月 1日に質保証推進本部を設置し、以下体制の下、教育及び研究、組

織及び運営並びに施設及び設備（以下「教育研究等」という。）の状況について自己点検・評価を行

い、教育研究等の質の維持及び向上に取り組んでおり、中期目標・中期計画、大学評価基準及び専門

職大学院認証評価基準に関する自己点検・評価結果は、国立大学法人評価及び認証評価に活用するこ

ととしている。 

質保証の実施状況については、「北海道大学質保証報告書」として特記すべき取組（優れた取組・

特色ある取組、改善に係る取組）等を取りまとめ、本学 Webページで公表している。 

また、北海道大学における質保証に学外者の視点を取り入れ、客観性・公平性を担保した質保証を

推進することを目的として、ステークホルダーからの意見聴取を実施し、意見を本学 Webページで公

表するとともに、関係実施組織に展開し、本学の質保証に活用することとしている。 

 

（北海道大学における質保証実施体制） 

 
 

質保証最高責任者 

（総長） 

本学の質保証に関する最終的な責任を負う者として、質保証統括

責任者及び質保証実施責任者が責任を持って質保証に関する業務

を実施することができるよう、必要な措置を講ずる。 

質保証統括責任者 

（質保証推進本部長） 

最高責任者の命を受け、質保証に関する業務を統括する者とし

て、全学的な質保証について必要な措置を講ずる。 

質保証実施責任者 

（運営組織及び教育研究組織の長） 

実施組織における質保証に関する責任を負う者として、実施組織

における質保証について必要な措置を講ずる。 

 

https://www.hokudai.ac.jp/pr/Quality/reports/
https://www.hokudai.ac.jp/pr/Quality/stakeholders/
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Ⅱ．全学的な質保証の実施状況 

本項では、本学の第 4期中期目標・中期計画における特記すべき取組、評価指標の達成状況、学内にお

ける教育研究等の取組事例、大学評価基準の適合状況、専門職大学院認証評価基準の適合状況を項目別

に掲載している。 

１．第 4期中期目標・中期計画の状況（令和 4～5年度の実績） 

第 4期中期目標期間（令和 4年度～令和 9年度）において、国から国立大学法人に負託する役割・

機能及びその発揮のために求められる体制の整備等に係る方向性について「第 4期中期目標期間にお

ける国立大学法人中期目標大綱」が示された。これに基づき、本学の強み・特色を生かして果たす役

割や機能をミッションとして位置付け、その達成のために全学を挙げて取り組む戦略的な取組及びそ

のための機能拡張の方向性等を明確にした上で、それらを第 4期中期目標期間における中期目標・中

期計画（以下「中期目標・中期計画」という。）として策定した。さらに、中期目標・中期計画の 6

年間のロードマップとして、大学独自に中期計画実行計画を策定し、中期目標・中期計画の進捗状況

を毎年度把握することとしている。 

「（1）特記すべき取組」では、中期計画に係る評価指標の達成状況を下表の「ⅰ～ⅲ」の 3段階に

より自己点検・評価し、中期計画に係る優れた実績・成果等、中期計画の達成に向けた改善に係る取

組を掲載している。 

「（2）評価指標の達成状況一覧」では、すべての中期計画に係る評価指標の達成状況（3段階判

定）の一覧を掲載している。 

※評価指標の達成状況

ⅲ 達成水準を大きく上回ることが見込まれる 

ⅱ 達成水準を満たすことが見込まれる 

ⅰ 達成水準を満たさないことが見込まれる 

※第 4期中期目標・中期計画

https://www.hokudai.ac.jp/introduction/plan/chuki/folder3/

https://www.hokudai.ac.jp/introduction/plan/chuki/folder3/
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（1）特記すべき取組 

※黒字：文部科学省提出分の中期目標・中期計画 緑字：大学管理分の中期目標・中期計画 

※中期目標・中期計画番号順に掲載 

 

（中期計画に係る優れた実績・成果等） 

①-2：研究戦略室 

中期目標  人材養成機能や研究成果を活用して、地域の産業（農林水産業、製造業、サー

ビス産業等）の生産性向上や雇用の創出、文化の発展を牽引し、地域の課題解決

のために、地方自治体や地域の産業界をリードする。 

中期計画  少子高齢化、人口減少、産業衰退、食料危機、カーボンニュートラルの実現な

ど、地域における世界共通課題の解決を志向した、自治体、企業、他大学など、

多様な組織との連携を構造的に強化することで、地域に密着した協働体制のも

と、生産性の向上、雇用の創出、人材育成などを牽引し、課題先進地域である北

海道の課題解決に貢献する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【社会・地域創発本部の設置及び公的資金等の採択】 

企業出身者のほか自治体から優秀な人材を招き、令和 4

年度に設置した社会・地域創発本部において、複数の国プ

ロジェクト等への申請を行い、地域中核大学イノベーショ

ン創出環境強化事業、戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）、福島国際研究教育機構における農林水産研究の

推進委託事業（F-REI）等の 6 件の採択に至った。（＜定性

的な評価指標＞の達成状況欄(1)を参照） 

なお、令和 4年度地域中核大学イノベーション創出環境強化事業では、全申請中トップ評

価で当初支援規模の 3倍の支援額を獲得した。 

 
【地域水産業共創センターの設置・運営】 

令和 4 年度に函館キャンパスに設置した地域水産業共

創センターにおいて、センターの機能を担う専任教授及び

特定専門職員を各 1名配置し、産業界等から提示される課

題を解決する実践的教育研究拠点として、道内外の企業や

自治体との連携・交流に係る相談、調整等を多数実施する

など、地域課題の解決に向けた取組みを進めた。（＜定性

的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(2)第 4 期中期目標期間における異種機関参画による課題解決拠点の形成（合計） 5 件 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

～R2 年度 R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

2 0 1 － － － － 5 

 

 

 

官学連携の組織改革 

地域水産業共創センター設置 

https://www.mcip.hokudai.ac.jp/about/society_regional_region_emergence/
https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/index.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/index.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/
https://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/
https://www.f-rei.go.jp/research_and_development/20230707_01.html
https://www.f-rei.go.jp/research_and_development/20230707_01.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/daigaku/chiikichukaku_r4.html
https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/
https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/
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＜定性的な評価指標＞ 

 

 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(1)令和 6 年度末までに社会連携・地域共創に係る組織体制・支援機能を整備する 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

・令和 6 年度末までに整備を予定していた組織体制・支援機能について、計画を前倒し、令和 4年度に社会・地域

創発本部及び地域水産業共創センターを設置し、多様な人材を配置することにより、社会課題から新しい価値を

創造する「場」の形成、研究領域を横断する異分野融合を推進する産学官金地域連携拠点の設置等を支援する体

制を整えた。 

 

【社会・地域創発本部】 

・令和 4年 4 月に社会・地域創発本部（S-RED）を設置し、企業出身者のほか、札幌市、岩見沢市の各自治体から優

秀な人材を人事交流により迎え入れて配置し、従来にはないユニークな自治体との協働体制を整備した。これに

より、地域課題に対して様々な視点から分析・検討することができ、事業運営の中で組織間の壁を越えた地域協

働を牽引した。 

・公的資金及び国プロジェクトへの申請を複数行った。内閣府令和 4 年度地域中核大学イノベーション創出環境強

化事業では、全申請大学中トップの評価を獲得し、当初支援規模の 3 倍の支援額を獲得した。これにより、社会

連携・地域共創に係る事業を活発に推進できる原資を得た。また、令和 5 年度には、戦略的イノベーション創造

プログラム（SIP）、福島国際研究教育機構における農林水産研究の推進委託事業（F-REI）等の 6件の採択に至

った。 

 

【地域水産業共創センター】 

・令和 4 年 10 月に地域水産業共創センターを函館キャンパスに設置し、センター機能を担う専任教授 1 名及び特

定専門職員 1 名を配置し、産業界等から提示される課題を解決する実践的教育研究の拠点として、地域共創業務

を開始した。 

・令和 4 年 11 月に拠点の目的を地域の学生や企業等に周知するためのキックオフイベントを開催した。また、令

和 4 年度中に、企業交流・連携等として道内外の企業や金融機関から 75回、研究開発に関する企画・実施・調整

等として北大水産学部の教員等から 70回（内部学部生から 2回）、自治体交流・連携等として道南地域の自治体

から 38 回の面談及び相談を受け付け、対応した。 

・令和 5年度は、地域協働に係る企業等のニーズ発掘とともに水産学部のシーズとのマッチングを目的とし、産学

官機関への訪問並びに水産学部の教員等（学生含む）や本学の産学・地域協働推進機構等からの問合せ・紹介な

ど、延べ回数で道南地域 364 回、道南地域外 137回、合計 501 回の面談（オンライン含む）に対応した。特に道

南エリアの 17 市町において表敬訪問とともに情報収集を実施した中で、知内町については、令和 6 年度以降、

連携協定締結を含む地域協働活動が進捗中である。また、実践的教育研究拠点形成の一環として、学生が自ら地

域課題の解決に取り組む「函館をもっと良いまちに！プロジェクト」を立ち上げ、北海道大学水産学部等の函館

市内 5 高等教育機関の学生による「学生団体 ISARIBI with」を発足させた。 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

我が国の大きな課題の１つである地域問題の解決に向けて、北海道の産業の発展や文化の

継承・進化のために、地域のトップ大学として北海道大学の役割は大きいものと考える。令

和 4年度には、地域中核大学イノベーション創出環境強化事業で全申請大学中トップの評価

により 3億円の配分額を獲得、地域水産業共創センターにおいて道内外の企業や金融機関、

道南地域の自治体等から数多くの面談及び相談を受け付けるなど、さらなる活動を展開して

おり、評価指標の達成状況ⅲは妥当と判断する。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

令和 5年度には、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）、福島国際研究教育機構に

おける農林水産研究の推進委託事業（F-REI）等の 6件の採択に至った。また、地域水産業共

創センターにおいて、地域協働に係る企業等のニーズ発掘とともに水産学部のシーズとのマ

ッチングを目的とし、産学官機関への訪問並びに水産学部の教員等（学生含む）や本学の産

学・地域協働推進機構等からの問合せ・紹介などに対応した。 
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②-2：研究戦略室 

中期目標 世界トップクラスに比肩する研究大学を目指して、戦略的に国際的なプレゼン

スを高める分野を定め、国内外の優秀な研究者や学生を獲得できる教育研究環境

（特別な研究費、給与等）を整備する。併せて、データ基盤を含む最先端の教育

研究設備や、産学官を越えた国際的なネットワーク・ハブ機能等の知的資産が集

積する世界最高水準の拠点を構築する。 

中期計画  優秀な博士課程学生が研究に専念できるフェローシップ制度や教授ポストまで

を見据えた切れ目のない人材育成システムを活用することにより、世界を牽引す

る先導研究や地球規模の課題に立ち向かう実学研究を推進する将来の研究拠点リ

ーダー候補となる国内外の優秀な若手研究者を獲得・育成する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【アンビシャス特別助教制度】 

令和 4年度に、アンビシャス特別助教制度を創設し、高い潜在力と研究意欲を持つ優れた

博士人材を特任教員として採用するため、全ての専門分野を対象に公募を行った。研究分野・

国籍・性別について多様な人材を採用できるよう審査方針（特に女性の割合は 40％など）を

定め、令和 4～5年度には 22名を採用した。（＜定量的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

アンビシャス特別助教一覧： 

https://l-station.cris.hokudai.ac.jp/researcher/type/special-ap/ 

 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)第 4 期中期目標期間におけるアンビシャス特別助教（アカデミアを志す優秀な本学博士課程修了者の登用ポス

ト）の採用数（合計） 48名 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

－ R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

－ 10 22 － － － － 48 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(2)第 4 期中期目標期間におけるアンビシャス准教授（研究 IR の活用により選考される有望な若手准教授）の採用

数（合計） 10 名 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

R1 年度～ 

R3 年度 
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

20 1 3 － － － － 10 
 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

北海道大学の博士課程修了者から優秀な研究者を教員として採用するアンビシャス特別助

教制度を創設し、令和 4年度に目標値の 2割を超え採用しており順調なスタートといえる。

また、研究分野・国籍・性別について多様な人材の採用を審査方針とするなど、ダイバーシ

ティ＆インクルージョン推進の取組が実施されている。令和元年から開始しているアンビシ

ャステニュアトラック制度に基づくアンビシャス准教授の選考においては、研究 IR を活用

し有望な若手准教授を選出するなど、興味深い取組が実施されている。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

  アンビシャス特別助教制度への応募者は増加傾向にあり、各部局等の博士課程学生や指導

教員への認知が進んでいる。また、採用となったアンビシャス特別助教は博士フェローシッ

プの運営業務に参画しており、博士課程学生と直接接する機会があるため、博士課程学生が

応募する際にイメージしやすいアカデミア職になっていると思われる。 

  

https://l-station.cris.hokudai.ac.jp/overview_asap/
https://l-station.cris.hokudai.ac.jp/researcher/type/special-ap/


Ⅱ．全学的な質保証の実施状況 

6 

⑭-1：研究戦略室 

中期目標  真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と個々の研究者

の内在的動機に基づいて行われる学術研究の卓越性と多様性を強化する。併せ

て、時代の変化に依らず、継承・発展すべき学問分野に対して必要な資源を確保

する。 

中期計画  客観性のある論文業績データに基づく分析結果を根拠として、本学が世界に伍

する融合研究領域を抽出する手法を構築する。その上で、構築された手法により

抽出された研究領域を発展させる有望な研究者や研究グループ等を実際に選考し

て異分野融合研究を促進する施策を全学的規模で実施する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【北大グランドチャレンジ研究戦略に基づく領域選定と重点的支援の実施】 

トップダウン型の研究組織構築の手法を「北大グランドチャレンジ研究戦略」と名付け、

本戦略に基づき、試行的に本学の強みを有する研究領域を抽出し、化学反応創成研究拠点

（WPI-ICReDD）が主導して概算要求事業「北大グランドチャレンジ研究戦略の実現～未来社

会を開拓する連携研究プラットフォーム構想～」の申請を行った。その結果予算を獲得し、

令和 5年度に創成研究機構内に「連携研究プラットフォーム」「Listサステナブル DX触媒連

携プラットフォーム」を設置し、包括的なトップダウン型で研究領域を形成・推進する体制

を構築した。（＜定性的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

 

【地域中核・特色ある研究大学強化促進事業による領域選定と重点的支援制度の構築】 

研究 IR 分析をはじめとする強み分析に基づき、リジェネラティブな持続的食料生産に関す

る研究を本学の特徴づける融合研究領域として特定し、本研究に対して切れ目ない支援を行

う「連携研究プラットフォーム」を新たに設置することを戦略の中核として、日本学術振興

会の地域中核・特色ある研究大学強化促進事業に申請した結果、採択に至り、令和 5 年度か

ら事業を開始した。（＜定性的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

 

＜定性的な評価指標＞ 

 

 

 

 

 

 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(1)客観的エビデンスデータに基づき、本学が世界に伍すると説明可能な異分野融合研究領域を設定し、重点的に

支援する制度を令和 5年度までに構築し、令和 6年度から実施する。 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

【北大グランドチャレンジ研究戦略に基づく研究プロジェクトの形成と重点的支援：１件】 

・研究 IR 分析や世界の科学イノベーション動向などから、本学の強みを有する研究領域を抽出する手法を試行的 

に実施し、重点研究領域の研究テーマを「高機能な次世代有機触媒の開発」として選定した。 

・この研究テーマをもって、研究戦略室及び本部 URA 等を活用した全学的な支援のもと、化学反応創成研究拠点

（WPI-ICReDD）の主導により、概算要求事業の申請を行い、予算の獲得に至った。 

・予算獲得を受け、令和 5 年 4月に、創成研究機構に個別研究体への研究支援、評価等を行う「連携研究プラット

フォーム」、重点研究領域に関する研究を行う個別研究体「List サステナブル DX 触媒連携プラットフォーム」

を設置した。 

 

【地域中核・特色ある研究大学強化促進事業による異分野融合研究領域の設定と重点的支援制度の構築】 

・当該事業への申請にあたり、本学を特徴づける融合研究領域としてリジェネラティブな持続的食料生産に関する

研究領域を、研究 IR 分析をはじめとする強み分析に基づき特定した。 

・客観的エビデンスに基づく迅速な意思決定とアジャイル型の運営により、形成された融合研究領域に対して全学

の研究推進・支援部署による切れ目ない支援を行う本事業における「連携研究プラットフォーム」の制度設計を

進めた。 

https://www.jsps.go.jp/j-chukaku/sinsakekka.html
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＜ステークホルダーからの意見＞ 

研究 IR 分析や世界の科学イノベーション動向などに基づき、重点研究領域の研究テーマ

を「高機能な次世代有機触媒の開発」として選定し、概算要求事業「北大グランドチャレン

ジ研究戦略の実現～未来社会を開拓する連携研究プラットフォーム構想～」の申請を行い、

予算獲得に至った点は高く評価でき、評価指標の達成状況ⅲは妥当と判断できる。（令和 6

年 2月）  

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

予算獲得を受け、令和 5年 4月に、創成研究機構に個別研究体への研究支援、評価等を行

う「連携研究プラットフォーム」、重点研究領域に関する研究を行う個別研究体「Listサス

テナブル DX 触媒連携プラットフォーム」を設置するなど、評価指標の達成に向け取組を進め

ている。 
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⑳-1：病院 

中期目標  世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定

的に提供することにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医

療分野を先導し、中核となって活躍できる医療人を養成する。（附属病院） 

中期計画  革新的医療技術を創出する体制を強化することにより橋渡し研究及び臨床研究

を推進し、医師主導治験や臨床研究法に基づく臨床研究を実施するとともに、複

数の薬事承認等を実現する。また、他の医療機関への研究支援を活発に行い、日

本発の新薬・医療技術・機器の開発に貢献する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【臨床研究法に基づく臨床研究の実施】 

北海道大学病院では、特定臨床研究等の支援策として、①公的資金や外部資金をこれから

獲得するための支援を行う「スタートアップ支援事業」、②本学に設置する認定臨床研究審査

委員会の審査手数料をサポートする「特定臨床研究等に対する研究支援」、③特定臨床研究の

実施に伴う論文が学術雑誌に掲載されたことを評価し、当該論文の筆頭著者並びに所属診療

科等に対して、報奨金の支給及び研究費の配分を行う「論文インセンティブ事業」を行って

きた。 

さらに令和 5年度からは新たに、④治験届の提出前の本院主導の医師主導治験に対して研

究費を支援する「医師主導治験支援事業」、⑤CRB審査手続等に係る支援及び臨床研究保険に

係る経費を支援する「特定臨床研究支援強化事業」を立ち上げ、研究者がより多くの臨床研

究を実施できる環境を整備した。（＜定量的な評価指標＞の達成状況欄(2)を参照） 

 

【他医療機関の研究支援】 

北海道大学病院では、特徴的な研究機能を再編、集約し、「先進的な医療の開発と提供」を

実現し、我が国の医療、ヘルスサイエンス研究分野をリードすることを目標として令和 3年

4 月北海道大学病院医療・ヘルスサイエンス研究開発機構を設立した。同機構の「プロモー

ションユニット」において、他医療機関の臨床研究に対して、専任のスタッフにより必要な

サポートや助言を提供し、質の高い臨床研究を推進している。（＜定量的な評価指標＞の達成

状況欄(4)を参照） 

 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)第 4 期中期目標期間における医師主導治験の実施件数（合計） 12 件 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

第 3 期 

年平均 
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

2 2 3 － － － － 12 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(2)第 4 期中期目標期間における臨床研究法に従い実施される臨床研究数（合計） 75件 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

H30年度～ 

R2 年度 
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

33 22 53 － － － － 75 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(3)第 4 期中期目標期間における薬事承認、先進医療保険適用承認、診療ガイドライン掲載等の実用化件数（合計） 

10 件 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

H28年度～ 

R2 年度 
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

9 1 3 － － － － 10 
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・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ
(4)第 4 期中期目標期間における他医療機関の研究支援の実施件数（合計） 90件

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 
臨床研究中核病

院の承認要件で

ある 1 年当たり
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

15 35 75 － － － － 90 
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㉑-3：経営戦略室 

中期目標  内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすため

の仕組みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等に

より、学長のリーダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。 

中期計画  教職員のモチベーションの向上を図るため、意欲的な若手教職員の大学経営へ

の参画、多様な職種からの経営層への登用を見据えた研修制度の整備、教員の教

育研究時間の創出と職員が主体的に業務を遂行できる事務体制の実現を見据えた

管理運営業務の見直しを通して、教職協働を推進する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【若手・中堅教職員を対象とした経営層への登用を見据えたマネジメント研修】 

  令和 5年 12 月に執行部（理事、副学長等）及び部局長からの推薦に基づき、10名の若手・

中堅教職員を研修の受講者として決定し、令和 6年 2月に経営層への登用を見据えたマネジ

メント研修を開講した。受講者は「大学の組織」「目的・計画・評価について」「財務」とい

った講義をオンデマンドで受講し、本学を取り巻く現状や取組などの基本的な知識を学んだ。

また、「コンプライアンス」「リスクマネジメント」「リーダーシップ」といった講義をオンデ

マンドで受講し、マネジメントスキルの習得につなげた。 

なお、令和 6年度中に集合研修を開催し、役員と受講者の意見交換等を実施予定である。

（＜定性的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

 

＜定性的な評価指標＞ 
 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)執行部を支える役職に若手・中堅教職員を登用するための研修制度及びキャリアパスの構築 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

・令和 4年 9 月から令和 5 年 3月にかけて、若手・中堅教職員を対象とした、経営層への登用を見据えたマネジメ

ント研修について検討し、令和 5年度の実施（案）を作成した。 

・令和 5 年 11 月に令和 5 年度マネジメント研修の実施要項を策定し、受講候補者の推薦を経て、令和 6 年 2 月に

受講者 10 名を決定のうえ、一部のプログラム（オンデマンド研修（北大学）及びマネジメントスキル研修）を開

講した。 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(2)令和 6 年度末までに教職員の時間創出に向けた学内の会議体・議案・委員を見直すためのガイドラインを整備 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

・令和 5年 2 月に全学を対象とした調査を行い、会議の効率化や会議構成員の見直し等に関する好事例、会議全般

に関する課題等の収集及び学内各種委員会（事務局所掌分）の状況について確認を行うとともに、令和 5 年 11 月

に七国立大学法人総務部長会議において、教職員の時間創出に向けた学内会議の見直しに係る各大学の取組状況

を確認した。 
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㉒-1：施設・環境計画室 

中期目標 大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資

産を最大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用

を進め、地域・社会・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。 

中期計画 社会情勢の変化やポストコロナ社会を見据えた施設環境の整備を進め、併せて

イノベーション・コモンズ実現に向けたキャンパス空間の機能充実を図る。ま

た、安全・安心なキャンパスの実現に向けて、インフラ長寿命化計画に基づく施

設管理を進めるとともに、緑豊かなキャンパスを舞台とした歴史的建造物やラン

ドスケープ資産を次世代に継承するためのキャンパス空間の整備、管理に取り組

む。

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

 本学では、札幌農学校から受け継いできた数々の重要文化財等を含む固有の施設群・ラン

ドスケープ資産を次世代に継承するとともに、最先端の教育・研究拠点形成のための施設や

空間を備えることで、教育・研究活動の持続的な展開を目指すことを基本目標としており、

新たな社会ニーズに適応した施設と、歴史的建造物又はランドスケープ資産等の両方の整備

を以下のとおり実施した。（＜定量的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

【国際化学反応創成拠点（ICReDD拠点棟）の整備】 

世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)に採択された分野融合型の化学反応の設計と

開発を行う研究のため国際化学反応創成拠点（ICReDD拠点棟）を整備した。 

【北海道ワイン教育研究センター（旧昆虫学及養蚕学教室）の整備】 

 本学キャンパスに現存する最古の歴史的建物(旧昆虫学及養蚕学教室)をリノベーション

し、北海道のワイン産業を持続的に発展させるための教育研究と社会実装の実現に向けた取

組を行う北海道ワイン教育研究センターを整備した。 

【北海道大学スマート農業教育研究センター(北方生物圏フィールド科学センター実験実習棟) 

の整備】 

地域自治体・企業との産官学連携を推進し、SDGｓ・Society5.0 を指向した地域社会モデ

ル発信拠点の形成を図るため、ロボット技術や情報通信技術（ICT）を活用し、人間の勘や経

験によらず、データに基づいて高品質な農産物を安定的に生産するスマート農業の教育研

究と社会実装の実現に向けた北海道大学スマート農業教育研究センターを整備した。

【工学研究院 フロンティア資源・エネルギー研究棟の整備】 

 資源に関する国際的な教育・研究ネットワーキングハブとして、次世代に持続可能な社会

の実現のため、様々な課題を解決する世界トップレベルの研究者が集まるグローバルな頭脳

循環拠点として工学研究院 フロンティア資源・エネルギー研究棟を整備した。 

【情報基盤センター 南館の整備】 

 国内外における学術研究を加速するための先進的な情報システムを設置するとともに、当

該システムを活用していくために必要な施設の整備を行った。また、新たなニーズである共

創研究スペースを設け、学術機関のみならず、民間企業とともに連携した共同研究を推進す

るための、北海道地域における中核的な学術データセンターとして情報基盤センター 南館

を整備した。 

https://www.icredd.hokudai.ac.jp/ja/about/design-principles-of-the-icredd-building
https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%A3%9F
https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/2023/09/post-88.html
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＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ
(1)新たな社会ニーズに適応した教育研究及び社会との連携に係る施設並びに本学固有の歴史的建造物・ランド

スケープ資産の整備（第 4 期中期目標期間合計） 3 件

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

－ R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

－ 1 5 － － － － 3 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

北海道大学固有の歴史的建造物等の整備と新たな社会ニーズに適応した教育研究整備を同

時に取り組む意欲的な計画であり、令和 4年度の国際化学反応創成拠点（ICReDD拠点棟）整

備に続き、今後の計画の遂行を期待する。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

 中期計画実施状況（特記事項）に記載のとおり、令和 6年度以降、新たな社会ニーズに適

応した教育研究整備とランドスケープ資産整備（5件、累積 10件）の見込みであり、整備計

画の検討を進めている。
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㉒-2：研究戦略室 

中期目標  大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有

資産を最大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・

共用を進め、地域・社会・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。 

中期計画  世界水準の教育研究を支える研究基盤共用システムの強化を通して、多様な機

器共用の実績データを効率的に集約し、エビデンスに基づいた共用機器の戦略的

な高度化及び更新を行うとともに、高度技術専門職を育成することにより、自由

な発想のもと、多様な研究が展開される魅力ある研究環境を整備する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【戦略的な研究基盤マネジメントに基づく生産性の高い中小規模設備群の更新・高度化】 

令和 5概算要求(基盤的設備等整備分)により予算を獲得し、機器共用に関するデータの多

角的な分析が可能である研究基盤 IR システムを活用したロバストな戦略的な研究基盤マネ

ジメントに基づき、生産性の高い中小規模設備群（12件、1.6億円）を更新・高度化するな

ど、先端的教育研究活動を支える基盤設備の効果的な整備を進めた。（＜定量的な評価指標＞

の達成状況(2)を参照） 

 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)第 4 期中期目標期間における共用機器を利用した論文数（合計）1,600 本 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

第 3 期 
（見込） 

R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

1,500 299 600 

（暫定値） 

－ － － － 1,600 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(2)第 4 期中期目標期間における研究基盤マネジメントサイクルに基づいた設備の高度化・更新台数（合計） 30台 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

第 3 期 R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

15 15 33 － － － － 30 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(3)第 4 期中期目標期間における全学的な技術支援等実施件数（合計） 30 件以上 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

－ R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

－ 8 16 － － － － 30 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(4)第 4 期中期目標期間における北大テックガレージによる支援件数（合計） 30 件 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

－ R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

－ 13 27 － － － － 30 
 

  

https://cosmos.gfc.hokudai.ac.jp/ir
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㉓-1：経営戦略室 

中期目標  公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、

適切なリスク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、

研究成果の活用促進のための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な

財務基盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の方向性を見据え、その機

能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最適化を進める。 

中期計画  寄附募集体制の強化とともに、企業、同窓生、学生保護者等の様々なステーク

ホルダーに応じた戦略的な寄附募集活動を展開することにより、北大フロンティ

ア基金を増加させる。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【ファンドレイザーによる積極的な渉外活動】 

首都圏における機能強化のため、令和 4年 4月に東京オフィス

にファンドレイザーを 1名増員、令和 5年 6月に東京オフィスに

ファンドレイジングマネージャーを 1 名配置し、4 名体制（東京

3 名、札幌 1 名）により、道内外で積極的に渉外活動を行い、令

和 5 年度の訪問企業数は、令和 4 年度の 663 件を大きく上回る

1,072件となり、その結果、北大フロンティア基金の累計額は、71

億円に達した。（＜定量的な評価指標＞の達成状況(1)を参照） 

また、道内においても更なる渉外活動を行うため、令和 6年 4月から札幌キャンパスにフ

ァンドレイザーを 1名増員する準備を進めた。 

 

【北海道大学創基 150 周年記念募金】 

2026年に迎える創基 150周年の記念募金のため、令和 5年度に、

コンサルタントと作成した企業等訪問リストをもとに、ファンドレ

イザーだけではなく、総長をはじめとする役員によるトップセール

スを行った。 

令和 6年１月には、創基 150周年記念事業パンフレットを作成し、

WEB サイトでは、3つの記念事業「人材育成事業」「古河講堂の改修・

利活用事業」「こども本の森事業」について広報を開始し、寄附の拡

大を図っている。 

 

【北海道大学クラウドファンディング】 

令和 4 年 7 月にクラウドファンディングの制度化・運用に向

けて特定専門職員を配置し、同年 9 月に READYFOR 株式会社と包

括契約を締結し、北海道大学クラウドファンディング制度を創設

した。同年 11月には学内運用を開始させ、令和 5年度末までに

実施した事業は 15件、達成支援額は約 1.4億円に達している。 

プロジェクトの実施にあたっては、WEBサイト、プレスリリー

ス、SNS を活用した効果的な広報活動を展開し、本学の特色ある研究を一般に広く周知するこ

とで寄附の拡大につながっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北大フロンティア基金受入額

 

創基 150周年記念募金サイト 

北海道大学クラウド 

ファンディング 

 

https://www.hokudai.ac.jp/fund/
https://readyfor.jp/pp/hokudai
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【校友会・同窓会等との連携】 

基礎同窓会、各地区同窓会総会等へ総長・理事が積極的に出席し、

創基 150 周年記念事業の説明及び記念募金についてトップセールス

を行った。 

また、令和 5 年 5 月より本学と同窓生をつなぐプラットフォーム

ツール「アルムナイ・コミュニケーション・ベース ELM TREE」の運

用を開始し、最新の大学・同窓会の情報、同窓生への寄附募集等の情

報を定期的に発信している。コンテンツの充実により、登録者は、運

用開始時点の 6,688名（前システム（＠frontier）からの移行者）か

ら 8,693 名（令和 6年 3月末時点）に増加している。 

 

【寄附者懇談会】 

令和 4～5年度に寄附者懇談会を開催し、参加者は札幌会場延べ

86 名、東京会場延べ 68 名となった。懇談会では、総長より本学

の近況について説明し、基金担当理事より北大フロンティア基金

の活動報告を行った。また、実際に支援を受けた本学教員や学生

から、寄附者へ直接謝意を伝え寄附金の活用内容について報告を

行った。 

令和 5 年度の懇談会では、晴海埠頭に寄港していた「北海道大

学練習船おしょろ丸」や「北海道大学植物園」の見学、施設の説

明を新たに取り入れた。 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(1)令和 9 年度末の北大フロンティア基金の累計額 75 億円 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

第 3 期末 
（見込） 

R4 年度末 R5 年度末 R6 年度末 R7 年度末 R8 年度末 R9 年度末 R9 年度末 

57 63.3 71.1 － － － － 75 
 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

ファンドレイザー等による寄附募集活動の展開により、北大フロンティア基金を増加させ、

教育研究が一層充実されることを期待する。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

  令和 6年 4月から札幌キャンパスにファンドレイザーを 1名増員し、道内外ともに、より

積極的な寄附募集活動を行っており、大口寄附拡大を図っている。 

  

地区同窓会 

(東京同窓会総会)の様子 

おしょろ丸見学  

(東京晴海埠頭) の様子 

https://www.alumni-hokudai.jp/about/alumni.html
https://alumni-net.dpe.hokudai.ac.jp/
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㉖-1：サステイナビリティ推進機構 

中期目標  北海道大学設置の経緯やその発展の歴史を踏まえつつ、美しいキャンパスや

広大な研究林など、同大学が保有する物的・知的資産を活用し、また、地方自

治体や国内外の大学等と連携を図りながら、持続可能な社会の構築に資する教

育、研究、社会連携などを推進することにより、比類なき大学として、SDGsの

達成に貢献する。 

中期計画  SDGs 関連事業の情報集約と発信力の向上を図るとともに、関連事業の取組を通

じて、本学の様々なステークホルダーとのエンゲージメントを強化することによ

り、社会における本学のプレゼンスやブランド力を高め、教育研究成果が社会に

与えるインパクトの強化に貢献する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【SDGs に関する本学の特徴的な取組の発信】 

本学では、大学の社会貢献の取り組みを国連の SDGsの枠組みを使って可視化するランキン

グである「THE インパクトランキング」において、2022 年に世界総合 10 位、SDGs 目標 2 の

「飢餓をゼロに」で世界 1位を獲得、2023 年には世界総合 22位となり、4年連続国内 1位を

獲得し社会における本学のプレゼンスやブランド力を高めた。 

特徴的な取組としては、SDGs目標 2の「飢餓をゼロに」で世界 1位を獲得したことを記念

し、令和 4年 9月に、本学サステイナビリティ推進機構として初めて、SDGsのゴールに特化

したシンポジウム「世界の食料生産現場の現状と食料安全保障」を開催した。本シンポジウ

ムは北海道、国際連合食糧農業機関及び国際協力機構と連携して実施したものであり、その

報告書を関係機関等に配布するとともに、webサイトで公開した。 

令和 5年 3月には、札幌で開催された G7気候・エネルギー・環境大臣会合のプレイベント

として、環境事務次官からの基調講演を中心とした「ゼロカーボン社会に向けた大学と地域

との連携」を開催した。 

令和 5年 11 月には、北海道及び札幌市との連携のもと「デジタル・スタートアップセミナ

ー」を開催した。本セミナーは全道規模でのスタートアップ・エコシステムの育成・加速を

進めるとともに、冷涼な気候や広大な土地、再生可能エネルギーなどといった北海道の優位

性を最大限に活かし、デジタル関連産業の集積を進めることにより、北海道経済の活性化を

図って行くことを目的としており、北海道のスタートアップ戦略等について、企業経営者に

よる講演等を実施した。 

令和 6 年 1 月には、北海道と本学の包括連携協定に基づく取組みの一環として、幅広い層

への SDGs の普及啓発を図ることを目的として、「いつまでも美味しく水産資源を食べ続けら

れる未来とは」をテーマに「SDGs×北海道セミナー2024」を開催した。 

これらの取組により、従来から関係するステークホルダーとの連携強化に加え、国際機関

等のステークホルダーとの新たな連携が生まれるとともに、これまでよりも多くの、かつ、

多種多様なステークホルダーに対して本学の取組の周知を図ることができた。 

 

＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅲ 

(1)SDGs に係る全学的なフォーラムやシンポジウム開催回数 年 2回（毎年度） 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

－ R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 毎年度 

－ 7 4 － － － － 2 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(2)大学外部の主体が発行する広報雑誌等への掲載数 年 3 件（毎年度） 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 毎年度 

1 7 3 － － － － 3 
 

https://www.hokudai.ac.jp/news/2022/04/THEranking2022.html
https://www.hokudai.ac.jp/news/2022/04/THEranking2022.html
https://www.hokudai.ac.jp/news/2023/06/the20232241.html#:%7E:text=%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%8D%B2%E5%BE%97-,%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%8C%E3%80%8CTHE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B02023%E3%80%8D%E3%81%A7%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0,%E5%9B%BD%E5%86%851%E4%BD%8D%E3%82%92%E7%8D%B2%E5%BE%97
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/11369/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2023/03/d8e45287027f525b326f94109de2e870.pdf
https://sdgs.hokudai.ac.jp/6757/
https://sdgs.hokudai.ac.jp/6757/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/12618/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/12618/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/12775/
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＜ステークホルダーからの意見＞ 

  SDGsに係る Theインパクトランキング 2022において高い評価を得ており、SDGsに関連す

る特徴的な取組をシンポジウム、広報雑誌等の様々な形で国内外に発信していることも評価

できることから、評価指標の達成状況ⅲは妥当と判断できる。今後も強みを活かして、目標

値達成に止まらず、より多くの多種多様なステークホルダーに情報発信することで、教育研

究成果が社会に与えるインパクトの強化に貢献いただきたい。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

  令和 5年度は自治体、企業、大学共同利用機関等との連携により 4件のシンポジウム等を

実施し、令和 4年度に続き実行計画を大きく上回る実績となった。また、出版社が企画する

広告記事（有料）へ 2件掲載したほか、新聞社と連携し SDGs に関する本学の記事を提供し 1

件掲載され、掲載数は合計 3件となり、実行計画を満たす実績となった。 

  今後も目標値達成に止まらず、特に大学外部の主体が発行する広報雑誌等への掲載数につ

いては、達成水準を大きく上回ることができるよう、より積極的な情報発信に努めたい。 
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㉖-2：サステイナビリティ推進機構 

中期目標  北海道大学設置の経緯やその発展の歴史を踏まえつつ、美しいキャンパスや

広大な研究林など、同大学が保有する物的・知的資産を活用し、また、地方自

治体や国内外の大学等と連携を図りながら、持続可能な社会の構築に資する教

育、研究、社会連携などを推進することにより、比類なき大学として、SDGsの

達成に貢献する。 

中期計画  学生・教職員の SDGsに関する意識や理解の向上を図るために、SDGs の基礎を

体系的に学修し、その展開力を身に付けるための新たな教育を開発することによ

り、世界や地域の課題解決に資する、持続可能な社会の創り手を育成する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【SDGs に関わる授業の開発】 

世界や地域の課題解決に資する持続可能な社会の創り手を育成するために、学部学生及び

大学院学生を対象とした新たな授業実施に向け、SDGs に関連した授業等を試行的に実施し、

授業を担当した教員や受講者からの意見等を収集した。当該意見や、授業を試行することで

得た知見に基づき、授業を受講した学生が SDGsの基礎を体系的に理解し、社会の課題解決に

対して、具体的な取り組みを提案するための知識を身につけられる授業の開発を進め、学部

学生は 1年間前倒して令和 5年度から、大学院学生は令和 5年度から試行的に授業を実施し

た。（＜定量的な評価指標＞の達成状況(1)(2)を参照） 

また、学内で実施されている授業と SDGs との関連性について調査し、全学教育科目につ

いては「2023年度全学教育科目 SDGs 対照一覧」として北海道大学 xSDGs サイトに公開し、

大学院共通授業科目については、大学院総合サイトで公開したほか、Hokkaido サマー・イ

ンスティテュートにおいて、学生・社会人等を対象とした科目「国際 SDGs入門」（集中講

義）及び「北大ニセコ SDGsサマースクール」（フィールドワーク）を開講した。 

 

【SDGs に関わる研修の実施】 

「SDGs の達成に貢献する」ことへの理解を深めるため、令和 4 年 12 月から各部局に対し

て出張 FD・SD「北海道大学の SDGs 達成への取り組みと教育研究活動」を実施しており、令

和 4 年度は 14 回、令和 5 年度は 16 回実施し、延べ 2170 人以上の教職員が本研修を受講し

た。さらに、令和 5年度の最終回の講義は、オンデマンド版(アーカイブ版)として未受講の

教職員や学生・院生に研修内容を提供し、全体の受講者は延べ 2400人以上（教職員の約 63％）

となっている。 

 

＜定性的な評価指標＞ 

 

 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)令和 5 年度末までに SDGs に対する理解を深め、具体的な取組の提案ができる実学志向の授業を開発し、令和 6

年度から学部学生を対象として授業を実施する 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

SDGs に関連した授業を担当した教員や受講者からの意見等を収集するとともに、授業を試行することで得た知見

に基づき、SDGs に対する理解を深め、具体的な取組の提案ができる実学志向の授業開発を進め、以下のとおり 1 年

間前倒して令和 5 年度から授業を実施した。 

・ 主として学部 1年生全員が受講する必須科目である令和 5 年度全学教育科目「北大での学び」を令和 4 年度

に試行の上、令和 5 年度に開講し、「世界的な課題を知る (北大 SDGs 概要)」の講義を実施し、約 2,500名

が受講した。 

・ 学外の高校生から学部学生を対象にした国公私立大学オンライン進学イベント夢ナビライブ Web in Summer

で「北海道大学×SDGs」やの講義を実施したほか、夢ナビサイトにおいて、令和 5年度末時点で本学教員 38

名による講義動画が掲載された。 

・ 国内の 29 大学が加盟する国連大学 SDG 大学連携プラットフォームに参加する大学の教員と共同で、大学横断

型オンライン授業「国連 SDGs 入門」へ 30 分×2 の講義動画を提供した。 

 

https://sdgs.hokudai.ac.jp/
https://gers.high.hokudai.ac.jp/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/11583/
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・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(2)令和 5 年度末までに課題解決に寄与する社会とのつながりを実体験できる SDGs に関する授業を開発し、令和 6

年度から大学院学生を対象として授業を実施する 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

SDGs に関連した授業を担当した教員や受講者からの意見等を収集するとともに、授業を試行することで得た知見

に基づき、SDGs に対する理解を深め、具体的な取組の提案ができる実学志向の授業開発を進め、以下のとおり令和

5 年度に試行的に授業を実施した。 

・ 主として大学院生を対象とした、持続可能な開発・発展及び社会に係る課題の基礎を学ぶ導入科目として、

Hokkaido サマー・インスティテュート 2023 の集中講義及び専門横断科目（一般科目）である「国際 SDGs 入

門」（全 8 講義）を実施した。 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

  北海道大学が SDGs に関心を持つ学生を輩出し続けることは、非常に意義あることと考え

られ、令和 6年度からの SDGsに関する授業の実施に向けて、令和 4年度から「国際 SDGs入

門」、「世界的な課題を知る(北大 SDGs 概要)」等の授業や講義を試行的に展開したことは評

価できる。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

主として学部 1年生全員が受講する必須科目である令和 5年度全学教育科目「北大での学

び」を開講、「世界的な課題を知る (北大 SDGs 概要)」の講義を実施し、約 2,500 名が受講

した。また、大学院共通授業科目「北大大学院での学び」において SDGsに関する講義を開発

し、令和 6年度に開講する準備を整えた。 
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（中期計画の達成に向けた改善に係る取組） 

⑧-1：教育改革室 

中期目標  深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との協働等を通じて、研究者とし

ての幅広い素養を身に付けさせるとともに、独立した研究者として自らの意思

で研究を遂行できる能力を育成することで、アカデミアのみならず産業界等、

社会の多様な方面で求められ、活躍できる人材を養成する。（博士課程） 

中期計画  各学院等が実施する高度な専門教育に加えて、柔軟性、適応能力、社会的・経

済的価値を判断できる能力などの幅広い能力を修得できるように、卓越大学院な

どの優れた教育プログラムを基盤とした学院等連携による全学的かつ体系的な社

会実装力養成プログラムを構築するとともに、そこで得られた能力を適切に社会

へ示すことができるコンピテンスに基づいた評価制度を構築することを通して、

社会や学生のニーズの変化にも対応可能な多様かつ高度な人材の育成を推進す

る。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【次世代研究者挑戦的研究プログラム（SPRING）への採択】 

令和 5年度に公募、選考が実施された国立研究開発法人科学技術振興機構による次世代研

究者挑戦的研究プログラム（SPRING）に、本学の「Excellenceと Extension の融合による未

来社会の開拓者育成プログラム」が採択された。支援枠数は博士（後期）課程学生数の 3分

の 1 程度をカバーできる 709 名であり、本プログラムの前身であるフェローシップ事業の

467 名の支援枠数を大きく上回っている。 

本プログラムは、包括的な博士（後期）課程学生支援制度であり、生活費相当額及び研究

費の支給や、キャリア開発・育成コンテンツ（国際性の涵養、学際性の涵養、キャリア開発、

トランスファラブルスキルの習得、インターンシップ等）の実施により、博士（後期）課程

学生が研究に専念し、多様なキャリアパスを実現できる環境を構築する。 

 

【大学院博士課程の標準修業年限内修了率向上の取組】 

当初計画していた社会実装力を養成するプログラムの実施、コンピテンスに基づいた達成

度評価、キャリア支援体制の充実、フェローシップ事業等による経済支援等のみでは、第 4

期中期目標期間内に評価指標を達成することが難しいと見込まれるため、加えて以下の取組

を実施する。（＜定量的な評価指標＞の達成状況欄(1)を参照） 

・博士学生の属性や研究分野毎の標準修業年限内修了率を詳細に分析し、当該結果を各学院

等に共有するとともに、各学院等の長と大学執行部で対話を行い、標準修業年限内修了率

向上に向けた各部局における具体的な施策の実施を促す。 

・標準修業年限内修了率の向上に資する研究指導体制の在り方等について、各学院等で実施

しているグッドプラクティスを調査の上、全学に波及させる。 

・学生定員管理に係る新たな基準の運用により、適正な規模でより優秀な学生を確保・育成

できる体制を構築し、標準修業年限内修了率の向上を目指す。 

・社会人等が個々の事情に合わせた修業年限を設定し、計画的に修学できる環境を整備する

ため、現行の長期履修制度の見直しを行う。 

 

＜定量的な評価指標＞ 
・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅰ 

(1)令和 9 年度末における大学院博士課程（修士課程を除く）の標準修業年限内修了率 第 3 期平均比で 20％以上

の向上（◆：国立大学法人評価委員会から指定された意欲的な評価指標） 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

H28年度～ 

R2 年度平均 
R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R9 年度 

－ 

（49.5） 

-3.6 

（45.9） 

-5.3 

（44.2） 

－ 

（） 

－ 

（） 

－ 

（） 

－ 

（） 

20 

（69.5） 
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＜ステークホルダーからの意見＞ 

  指標に掲げる博士課程の標準修業年限内修了率の 20％以上の向上は「意欲的な評価指標」

として国立大学法人評価委員会から指定されたものであり、指標達成に向けて社会実装力の

養成、学位授与へと導く教育のプロセスの明確化等の効果を検証し、より一層取組を推進い

ただきたい。（令和 6年 2月） 

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

  令和 5 年 10 月に設置された共創教育センターにおいて社会実装力の養成に資するプログ

ラムの実施を行うとともに、令和 4年 4月に設置された大学院教育推進機構において学修成

果の可視化や研究指導体制等の教育プロセスの明確化について引き続き実施、効果の検証を

行う。 

令和 6年度から開始する次期フェローシップ制度はこれまで以上の規模で実施可能である

ことから、規模のメリットを生かして累進的に効果を生み出していけるように取組を推進す

る。また、次期フェローシップ制度においては、卓越大学院プログラムで実施している全学

向けの教育プログラム「One Health Allyコース」等の社会実装力の養成につながる教育プ

ログラムを選択必修化しており、より高度な研究力と社会実装力を身に付けた博士学生を多

数輩出できる体制が整備される。 
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⑳-2：病院 

中期目標  世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安

定的に提供することにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するととも

に、医療分野を先導し、中核となって活躍できる医療人を養成する。（附属病

院） 

中期計画 臨床研修プログラムの充実に向けて、医科臨床研修指導医及び指導歯科医数の

増加を図り、診療を通した研修医及び専攻医への指導により、高度な知識・技能

と人格を兼ね備えた専門的医療人を育成する。 

また、特定行為研修指定研修機関として、専門的な知識及び技術を教育するこ

とにより、優れた看護師を育成する。 

さらに、医療人全体の医療倫理教育を推進する。 

＜中期計画の実施状況（特記事項）＞ 

【臨床倫理に関わる講演会の実施】 

医療安全推進週間の取り組みの一環として、令和 4年度に東京大学大学院人文社会系研究

科、死生学・応用倫理センターの会田薫子特任教授を招き「臨床倫理の考え方とケーススタ

ディ-透析の見合わせを検討する症例を題材に」の講演をいただいた。特に透析に関わる部

署・診療科の代表者が講演会に出席したほか、講演の様子を録画しオンライン研修ツール

Safety Plusで動画配信を行い、全職員が視聴できる環境とした。 

また、令和 5年度の新規採用者を対象とした多職種合同研修の一環として臨床倫理研修を

実施した。 

 

【新専門医制度基本領域登録者数の増加対策】 

第 4期中期目標期間における新専門医制度基本領域登録者数については、北海道内他大学

におけるいわゆる独自枠入試（自学での専門研修のみ可能）の拡大等により本院への専門研

修登録者が予想を超えて減少しており、目標値未達の可能性がある。（＜定量的な評価指標＞

の達成状況(2)を参照） 

今後も他大学の入試制度の大幅な変更は見込めないことから、現在、以下の二つをターゲ

ットに対策を進めている。 

・本学卒業生は、道外出身者が多いこともあり、本学卒業後の（専門研修の前段階となる）

臨床研修の段階で道外に流出する傾向にある。これに対し、本院あるいは道内病院での研

修医マッチングの支援を進めるほか、本学専門研修プログラムへのシームレスな移行を図

るべく、本院の臨床研修プログラムを随時刷新するなどの対策を開始している。 

・道内臨床研修協力病院に所属する研修医に対して、希望者には本院での短期間研修を積極

的に推進している。研修医には希望する診療科で 1～2ヶ月間、診療科の実際を経験しても

らい、専門医研修希望者の増加をはかる対策を進めている（令和 6年度上半期 延べ 79名）。 
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＜定量的な評価指標＞ 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(1)医科臨床研修指導医及び指導歯科医の常勤医師・歯科医師に対する割合 第 4期中期目標期間末までに 80％ 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

R2 年度末 R4 年度末 R5 年度末 R6 年度末 R7 年度末 R8 年度末 R9 年度末 R9 年度末 

70 72.4 80.4 － － － － 80 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅰ 

(2)第 4 期中期目標期間における新専門医制度基本領域登録者数（合計） 800 名 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

H30年度～ 

R2 年度 
R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

380 126 236 － － － － 800 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(3)第 4 期中期目標期間における看護師特定行為研修修了者数（合計）  20名 

基準値 実績 実績（見込み） 目標値 

R2 年度 R4 年度 R4～5 年度 R4～6 年度 R4～7 年度 R4～8 年度 R4～9 年度 第 4 期 

2 3 7 － － － － 20 

＜定性的な評価指標＞ 
 

・評価指標の達成状況【令和 5 年度終了時】：ⅱ 

(4)医療倫理教育プログラムの構築 

＜令和 4～5年度の実績＞ 

・令和 4 年度に医療倫理に関する講演会の動画を全職員が受講できる環境を整備し、現地聴講を含め合計 81 人

の職員が聴講した。 

・令和 5年度に多職種合同研修の一環として臨床倫理研修を実施した。 

＜ステークホルダーからの意見＞ 

  医科臨床研修指導医及び指導歯科医数の増加、診療を通した研修医及び専攻医への指導に

加え、高校生メディカル講座等を継続して実施し、高等学校との接続により社会への貢献等

に関する意識づけを図るなど、高度な知識・技能に加えて「人格」を兼ね備えた持続可能な

地域医療を牽引する専門的医療人の育成に期待したい。（令和 6年 2月）  

＜対応状況（検討状況、予定を含む）＞ 

  令和 5年度は、中学校・高等学校・専門学校 8校から見学等を受け入れた。今後も、積極

的に地域医療人育成につながるこれら取り組みを実施していく予定である。 
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（2）評価指標の達成状況一覧 

（評価指標の達成状況） 

ⅲ 達成水準を大きく上回ることが見込まれる 

ⅱ 達成水準を満たすことが見込まれる 

ⅰ 達成水準を満たさないことが見込まれる 

 

 

※◆：国立大学法人評価委員会から指定された意欲的な評価指標  

※黒字：文部科学省提出分の評価指標 

※緑字：大学管理分の評価指標 

中期計画 
達成 

状況 
(3 段階) 

１．教育研究の質の向上に関する事項  
 (1) 社会との共創  
  大綱①-1  

  
 

(1)第 4期中期目標期間における北大発のスタートアップ企業として新たに称号を授与した

企業数（合計） 50 社 
ⅲ 

  大綱①-2  

   (1)令和 6 年度末までに社会連携・地域共創に係る組織体制・支援機能を整備する ⅲ 

   (2)第 4 期中期目標期間における異種機関参画による課題解決拠点の形成（合計） 5 件 ⅱ 

  大綱②-1  

   (1)第 4 期中期目標期間における全学の国際共著論文数（合計） 8,700 本 ⅱ 

  大綱②-2  

   (1)第 4 期中期目標期間におけるアンビシャス特別助教（アカデミアを志す優秀な本学博士

課程修了者の登用ポスト）の採用数（合計） 48 名 
ⅱ 

   (2)第 4 期中期目標期間におけるアンビシャス准教授（研究 IR の活用により選考される有

望な若手准教授）の採用数（合計） 10 名 
ⅱ 

  大綱②-3  

   (1)ディスティングイッシュトプロフェッサーの選考時における、教員の研究業績に係る評

価項目の検証 
ⅱ 

   (2)検証後の評価項目に基づく選考の実施 ⅱ 

  大綱②-4  

   (1)URA 職及び URA 認定制度により呼称を付与された者が配置されている部局数 第 4 期中

期目標期間末までの累計 30 部局以上になっている 
ⅱ 

  大綱②-5  

   (1)SD プログラムの効果検証及び検証結果に基づく改善を毎年度実施 ⅱ 

   (2)実践的な英語能力向上のための研修プログラムの構築 ⅱ 

 (2) 教育  

  大綱④-1  

   (1)大学院博士課程（修士課程を除く）の入学定員充足率 100％を達成する ⅱ 

  大綱⑤-1  

   (1)毎年度、全部局を対象に、教学アセスメントに基づく 3つのポリシーの点検を継続的に

実施する 
ⅱ 

   (2)専門能力プラス α の教育を担う横断的な教育プログラムや共通科目群を中心にコンピ

テンスに基づく授業設計と達成度評価を導入する 
ⅱ 

   (3)横断的な教育プログラムの評価・検証体制の構築 ⅱ 

  大綱⑤-2  

   (1)フロンティア入試による入学者の追跡調査及び各種入試の分析・検証結果のアドミッシ

ョン・ポリシーへの反映 
ⅱ 

  大綱⑤-3  

   (1)高等教育実践に関する研修及び教材の開発 年 20 件（毎年度） ＊ 

   (2)高等教育実践に関する研修の受講者数 年 1,200 名（毎年度） ⅲ 

   (3)高等教育実践に関するオンデマンド教材の閲覧者数 年 1,000 名（毎年度） ＊ 
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  大綱⑤-4  

   (1)教育用オープン教材の新規開発数 第 4期中期目標期間中に 120コース 1,200コンテン

ツ 
ⅱ 

   (2)オープンエデュケーションセンターが支援する先進的ハイブリッド型教育の導入講義

数 第 4 期中期目標期間中に 30 講義 
ⅱ 

  大綱⑥-1  

   (1)専門教育に横串を刺す領域横断的な教養科目群の体系的構築 ⅱ 

   (2)国際性の涵養に資する制度の拡充（国際共修・国際連携による授業科目の履修を促進す

る制度の導入、高年次の外国語実践科目の開設） 
ⅱ 

   (3)本学への理解と帰属意識を高める取組やキャリア教育の充実等、本学学生として学ぶ上

で基盤となる学習機会の導入 
ⅱ 

   (4)新渡戸カレッジ 修了者数 毎年 180 名（通年） ⅱ 

   (5)数理・データサイエンス教育プログラム実践教育プログラム修了者数 第 4 期中期目標

期間中に 120 名 
ⅱ 

  大綱⑦-1  

   (1)汎用的能力を涵養する文理融合・異分野連携等による教育プログラムを推進する仕組み

の構築 
ⅱ 

   (2)修士課程におけるキャリア教育の充実 ⅱ 

  大綱⑧-1  

   (1)令和 9 年度末における大学院博士課程（修士課程を除く）の標準修業年限内修了率 第

3 期平均比で 20％以上の向上（◆） 
ⅰ 

  大綱⑪-1  

   (1)イノベーション創出に繋がる最先端の知見の提供と、それを活用するための能力開発を

担う産業界のニーズに対応したリカレント教育プログラムを令和 6 年度までに構築し、

令和 7 年度から実施する 

ⅱ 

   (2)地方自治体などの行政上のニーズを踏まえた、地域の課題解決に資する問題発見能力や

課題解決能力の開発を担うリカレント教育プログラムを令和 6 年度までに構築し、令和

7 年度から実施する 

ⅱ 

  大綱⑫-1  

   (1)学生の国際的学修体験の機会の増加及び国際教育プログラムへのコンピテンスに基づ

く評価の導入 
ⅱ 

   (2)正規課程への外国人留学生の受入数（通年）の規模の維持 ⅱ 

   (3)国際的な学修を含む研究・教育活動を把握する仕組みの導入 ⅱ 

   (4)外国語による授業科目及び国際共修、国際連携による授業科目並びに当該科目の履修参

加者数の規模の維持 
ⅱ 

   (5)新たな国際共同教育プログラムの構築 ⅱ 

   (6)外国人留学生に対する日本語教育の提供科目数、履修受講者数（延べ数）の維持 ⅱ 

  大綱⑫-2  

   (1)外国人留学生を対象とした進路選択に関する情報提供やスキルアップのためのセミナ

ーを令和 4 年度から年 8 回実施 
ⅱ 

   (2)新型コロナウイルス感染症対策に配慮した、外国人留学生と日本人学生や地域住民との

新たな交流イベントの計画及び開催 
ⅱ 

  大綱⑫-3  

   (1)アンバサダー・パートナーの委嘱数の増加（合計 370 名） ＊ 

   (2)海外同窓会数の総計の増加（30 ヶ所） ⅱ 

  大綱⑬-1  

   (1)第 4 期中期目標期間末までに、学生相談総合センターと部局との包括的学生支援連携モ

デルを 1 部局で構築 
ⅱ 

   (2)大学院学生及び留学生を対象とする授業料免除制度の免除基準の見直しを実施 ⅱ 

   (3)高等教育研修センターラーニングサポート部門における履修相談・修学設計相談対応件

数 750 件/年 
ⅲ 

   (4)高等教育研修センターラーニングサポート部門における個別学習相談対応件数 対面

若しくはオンラインによる対応 500 件/年 
ⅲ 

   (5)高等教育研修センターラーニングサポート部門における学習支援資料閲覧数 7,500 回

/年 
ⅱ 

  大綱⑬-2  

   (1)第 4 期中期目標期間末までに、学生相談総合センターと部局との包括的学生支援連携モ

デルに基づいた合理的配慮申請に基づく障害学生支援を 1部局で実施 
ⅱ 
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   (2)福利厚生施設におけるバリアフリー整備化の促進 ⅱ 

 (3) 研究  

  大綱⑭-1  

   (1)客観的エビデンスデータに基づき、本学が世界に伍すると説明可能な異分野融合研究領

域を設定し、重点的に支援する制度を令和 5 年度までに構築し、令和 6 年度から実施す

る 

ⅲ 

  大綱⑮-1  

   (1)第 4 期中期目標期間における「自立型 Community 構想」から派生する大型受託・共同研

究の獲得（合計） 300 件 
ⅱ 

  大綱⑯-1  

   (1)トランスファラブルスキルを身につける全学的な能力開発プログラムへの博士課程（修

士課程を除く）学生の参加割合（単年度） 令和 9 年度までに 30％ 
ⅱ 

   (2)第 4期中期目標期間における大学院教育推進機構先端人材育成センターの博士人材育成

プログラムへの登録者数の平均人数を第 3 期中期目標期間平均比で 5％増加させる 
ⅲ 

   (3)第 4期中期目標期間における大学院教育推進機構先端人材育成センターの博士人材育成

プログラムの支援を受けた博士課程学生の就職者数の平均人数を第 3期中期目標期間平

均比で 5％増加させる 

ⅱ 

  大綱⑰-1  

   (1)「総合的な人事計画」の実行計画に基づく着実な実行管理 ⅱ 

  大綱⑰-2  

   (1)第 4 期中期目標期間におけるテニュアトラック教員の採用数（合計） 24 名 ⅱ 

   (2)令和 9 年度の部局等における「部局テニュアトラック認定制度」による認定部局の割合 

50％以上 
ⅱ 

   (3)「次世代研究者リーダー育成共同研究助成」の研究助成採択者数 6 年間の累計 50 件 ⅱ 

  大綱⑰-3  

   (1)ダイバーシティ＆インクルージョン推進に関する意識改革のためのセミナー等の開催

及び検証 セミナー開催年 5回、検証年 1 回（意識調査） 
ⅱ 

   (2)女性研究者の研究力の向上に資する取組の実施及び検証 ⅱ 

   (3)学内外の各種広報媒体における本学の女性研究者ロールモデルの発信 年 10 件 ⅱ 

   (4)ライフイベントとの両立に係る支援件数 年 30 件 ⅱ 

 (4) その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項  

  大綱⑱-1  

   (1)第 4 期中期目標期間中の共同利用・共同研究拠点における国際共著論文率（平均） 47% ⅱ 

  大綱⑱-2  

   (1)第 4期中期目標期間における学際大規模計算機システムを利用した国際共同研究の件数

（合計） 12 件 
ⅲ 

  大綱⑳-1  

   (1)第 4 期中期目標期間における医師主導治験の実施件数（合計） 12 件 ⅱ 

   (2)第 4 期中期目標期間における臨床研究法に従い実施される臨床研究数（合計） 75 件 ⅲ 

   (3)第 4 期中期目標期間における薬事承認、先進医療保険適用承認、診療ガイドライン掲載

等の実用化件数（合計） 10件 
ⅱ 

   (4)第 4 期中期目標期間における他医療機関の研究支援の実施件数（合計） 90 件 ⅲ 

  大綱⑳-2  

   (1)医科臨床研修指導医及び指導歯科医の常勤医師・歯科医師に対する割合 第 4 期中期目

標期間末までに 80％ 
ⅱ 

   (2)第 4 期中期目標期間における新専門医制度基本領域登録者数（合計） 800 名 ⅰ 

   (3)第 4 期中期目標期間における看護師特定行為研修修了者数（合計） 20 名 ⅱ 

   (4)医療倫理教育プログラムの構築 ⅱ 

  大綱⑳-3  

   (1)災害対策専門部署の設置 ⅱ 

   (2)令和 9年度末の医療機関等相互における ICTを活用した患者情報共有ネットワークシス

テムの連携先医療機関数 24医療機関 
ⅱ 

   (3)大規模災害や新興感染症等への対策を考慮した病院再開発整備計画の策定 ⅱ 

  大綱㉖(独自)-1  

   (1)SDGs に係る全学的なフォーラムやシンポジウム開催回数 年 2 回（毎年度） ⅲ 

   (2)大学外部の主体が発行する広報雑誌等への掲載数 年 3件（毎年度） ⅱ 

  大綱㉖(独自)-2  
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   (1)令和 5 年度末までに SDGs に対する理解を深め、具体的な取組の提案ができる実学志向

の授業を開発し、令和 6 年度から学部学生を対象として授業を実施する 
ⅱ 

   (2)令和 5 年度末までに課題解決に寄与する社会とのつながりを実体験できる SDGs に関す

る授業を開発し、令和 6 年度から大学院学生を対象として授業を実施する 
ⅱ 

  大綱㉖(独自)-3  

   (1)令和 7年度までにキャンパスにおけるカーボンニュートラル達成に向けて数値目標を設

定する 
ⅱ 

   (2)カーボンニュートラル達成に貢献する研究を社会実装するための実証実験の場として、

本学の所有する土地、建物などを提供した実験数（第 4 期中期目標期間合計） 3 件 
ⅱ 

２．業務運営の改善及び効率化に関する事項  

 大綱㉑-1  

  (1)第 4 期中期目標期間における総合 IR 室によるコンサルティングに基づく施策立案（合

計） 6 件 
ⅱ 

  (2)北大 BI 掲載データ更新頻度の向上 ⅱ 

  (3)総合 IR 室によるコンサルティング等に基づく施策立案に係るグッドプラクティスの学

内情報共有 
ⅱ 

 大綱㉑-2  

  (1)総長選考・監察会議による総長の「業務執行状況の確認」及び「業績評価」の手法等の

不断の見直し 
ⅱ 

  (2)学内構成員の監事業務に対する理解を深め、監事への学内情報伝達機能の強化を図るた

め学内会議等を活用した周知・啓発の毎年度の実施及び監事と各部局長との個別意見交

換を第 4 期中期目標期間中に 2 回以上実施 

ⅱ 

 大綱㉑-3  

  (1)執行部を支える役職に若手・中堅教職員を登用するための研修制度及びキャリアパスの

構築 
ⅱ 

  (2)令和 6 年度末までに教職員の時間創出に向けた学内の会議体・議案・委員を見直すため

のガイドラインを整備 
ⅱ 

 大綱㉑-4  

  (1)コンプライアンスに関する研修の実施状況の全学的調査を令和 4年度及び令和 7年度に

実施 
ⅱ 

  (2)全学的な調査結果を受け、好事例の全学展開又は取組が遅れている分野を補完する研修

等を令和 6 年度まで及び令和 9 年度までにそれぞれ実施 
ⅱ 

 大綱㉑-5  

  (1)不正防止対策に係る受講義務者の e ラーニング研修受講率 100％を継続 ⅱ 

  (2)研究の国際化やオープン化に伴う新たなリスクに対する実効性ある管理体制の整備 ⅱ 

 大綱㉑-6  

  (1)危機対応・業務継続マニュアルに基づく防災訓練の実施 ⅱ 

  (2)専門家によるリスクマネジメントに関するセミナーの実施 ⅱ 

 大綱㉑-7  

  (1)高等教育推進機構総合教育部が実施する新入生への安全教育にオンデマンドでの学習

に対応した教材を提供 
ⅱ 

  (2)化学物質、ライフサイエンス関連及び放射性同位元素等の専門分野における教育訓練等

の実施（オンライン教育、理解度テストの導入など） 
ⅱ 

  (3)放射線施設に関する非常時（法令報告事象下）の際の安全を確保するための業務説明書

を整備 
ⅱ 

 大綱㉒-1  

  (1)新たな社会ニーズに適応した教育研究及び社会との連携に係る施設並びに本学固有の

歴史的建造物・ランドスケープ資産の整備（第 4 期中期目標期間合計） 3 件 
ⅲ 

 大綱㉒-2  

  (1)第 4 期中期目標期間における共用機器を利用した論文数（合計） 1,600 本 ⅱ 

  (2)第 4 期中期目標期間における研究基盤マネジメントサイクルに基づいた設備の高度化・

更新台数（合計） 30 台 
ⅲ 

  (3)第 4 期中期目標期間における全学的な技術支援等実施件数（合計） 30 件以上 ⅱ 

  (4)第 4 期中期目標期間における北大テックガレージによる支援件数（合計） 30 件 ⅲ 

３．財務内容の改善に関する事項  

 大綱㉓-1  

  (1)令和 9 年度末の北大フロンティア基金の累計額 75 億円 ⅲ 

 大綱㉓-2  
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  (1)令和 9 年度における民間企業等からの共同研究受入額 32 億円 ⅱ 

  (2)令和 9 年度における知的財産権等収入額 2.7 億円（うち商標権収入額 3,000 万円） ⅱ 

 大綱㉓-3  

  (1)本学保有資産の整理を目的に策定した「保有資産の基本的な考え方（方針）（仮称）」に

基づき、経営的収入の増加に資する具体的な活用計画を令和 7 年度までに作成し、順次

実施する 

ⅱ 

 大綱㉓-4  

  (1)総長のリーダーシップによる戦略的・重点的な資源配分制度を令和 7 年度までに構築す

る 
ⅱ 

 大綱㉓-5  

  (1)令和 9 年度末における電子購買システムの状況 利用率 50％、経費削減額 1 億円 ⅱ 

４．教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る

情報の提供に関する事項 
 

 大綱㉔-1  

  (1)令和 5 年度末までに、自己点検・評価を迅速・効果的に実施できる BI レポート機能を

開発し、これを活用した新たな内部質保証を実施した上で、その結果を毎年度公表する 
ⅱ 

  (2)令和 7年度までに本学の現状や中長期にわたる価値創造に向けた取組などの情報を発信

する「統合報告書」を発行する 
ⅲ 

 大綱㉔-2  

  (1)本学の教育研究活動成果や各種取組の発信を目的とした全学規模の記者会見や記者懇

談会の開催回数 年 4 回（毎年度） 
ⅱ 

  (2)学生参加を取り入れたホームページや SNS による教育研究紹介数 年 12 本（毎年度） ⅱ 

  (3)オープンコースウェア Webサイトのページビュー数 年 60,000 回（毎年度） ⅱ 

５．その他業務運営に関する重要事項  

 大綱㉕-1  

  (1)令和 5 年度末までに事務局職員の執務用パソコンを原則可搬型とする ⅱ 

  (2)令和 4 年度までにリモートワーク等に対応した先端的なセキュリティ技術を試験導入

し、令和 6 年度以降に評価を実施する 
ⅱ 

  (3)教職員及び学生に対する年度毎のセキュリティ教育の実施並びに統括部局等における

セキュリティ人材スキルアッププログラムの構築 
ⅱ 

    ＊大綱⑤-3 評価指標(1)(3)、大綱⑫-3 評価指標(1)は、今後、評価指標を変更予定 
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２．学内における教育研究等の取組事例（令和 4～5年度の実績） 

本項では、学内における教育研究等の様々な取組を幅広く学内外に紹介する観点から、部局等の中期

計画・その他教育研究等に関する数々の学内の特色ある取組のうち、SDGs、国際性、産学官連携等の多

角的な視点により、一部を事例として「(1)教育」「（2）研究・社会連携」「(3)業務運営・その他」の項

目別に掲載している。 

 

（1）教育 

 多様な教育プログラム、教育コンテンツ開発、セミナーやシンポジウム等の数多くの取組を実施して

おり、このうち、SDGs、学習成果の可視化、リカレント教育、国際教育プログラム及び大学、企業、地

域等の連携に関する代表的な取組を掲載している。 

 
【SDGs に関連する教育の開発】 

本学では、サステイナビリティ推進機構を中心として SDGsに関連する様々な授業や研修を開発・

実施している（詳細は p.18参照）。加えて、各部局においても関連する多様な取組を実施しており、

一部を事例として掲載している。 

 
 医学部保健学科では、令和 4年度に SDGs、One Health、Planetary Health、

Future Earth等、新たな健康科学・保健科学の潮流を踏まえた授業を開発し、

令和 5年度 1学期に実施した。授業では、医療専門職の連携の方法と意義、

本学のサステナビリティ研究の歴史と SDGs との関係性、本学で保健科学を

学ぶ意義及び Future Earth（地球の未来）に貢献する健康科学について学び、

5専攻混合グループワークでは多職種連携や SDGsへの理解を深め、発表会を実施した。 

 
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーションでは、令和 5 年度

から新たに SDGs11「住み続けられるまちづくりを」に焦点をあてた、中山間地域

のコミュニティが抱える諸問題に触れる実習を地域住民や団体との連携のもと

実施した。 

 
 環境健康科学研究教育センターでは、本学の教員に加え、世界保健機関、国

際労働機関、オーストラリア・クイーンズランド大学、ベトナム・National 

Institute of Occupational and Environmental Health、ベトナム・タンロン大

学から講師を招き、令和 5 年度の Hokkaido サマー・インスティチュートにおい

て Environmental Health and Sustainable Development Goals I &Ⅱの講義を

提供した。講義の他、北海道 PCB廃棄物処理施設の見学などフィールドワークも

行った。 

 

総合博物館では、ミュージアムマイスター認定コースを設け、令和 4年度からは、卒論ポスター

発表会に SDGs賞を新設し、学生研究の SDGsへの貢献を評価・推進しつつ、市民への発信を行って

いる。 

 

水産学部では、一般公開している独自のオンライン教材サイト「LASBOS（Learning and Study by 

Balance de Ocean System）」の研究情報（194 件）と SDGsの各目標を関連付け、本サイトを利用し

た授業を開講した。 

 

  この他、歯学部、文学院、環境科学院においても SDGsに関わる講義を開発している。  

高齢化が進む山間部の 

集落での獣害防止ネット修理 

ワードクラウドによる 

学生アンケートの分析結果 

学生による啓発リーフレ

ット作成グループワーク 

https://www.cehs.hokudai.ac.jp/news/12107
https://www.museum.hokudai.ac.jp/education/museummeister/
https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=885
https://repun-app.fish.hokudai.ac.jp/course/view.php?id=885
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【学修成果の可視化に向けた挑戦的な取組】 

本学では、中期計画において「コンピテンスに基づいた国際通用性のある教育目標の達成度評価体

制の構築」を掲げている。各部局における挑戦的な取組として、一部を事例として掲載している。 

 
   薬学部では、卒業研究に関連する授業科目において研究能力、コミュニケーション能力、自己表

現能力等を適切に評価するために、令和 4年度からルーブリック評価を導入した。また、ルーブリ

ック評価を導入する授業科目の成績評価を適切に行うため、カリキュラム・ポリシー及び成績評価

基準のガイドラインをあわせて見直した。 

 

獣医学教育の国際的第三者評価機関である欧州獣医学教育機関協会(EAEVE)の認証を取得した本

学と帯広畜産大学との共同獣医学課程において、獣医療の最低基準となる「Day one 

competencies」を予め学生に明示している。総合臨床実習では、修得能力評価項目を記載した

logbook を用いて、学生による自己評価、教員による他己評価を実施し、コンピテンス評価を恒常

的に実行している。 

 

獣医学院及び国際感染症学院が中心となって推進する博士課程の学位プログラムである「One 

Health フロンティア学位プログラム」では、修得が期待される能力“コンピテンシー”を定めてお

り、学生はコースワーク後にルーブリックに基づき各コンピテンシーの修得状況の自己評価をして

いる。令和 4年度からは、修得能力、長所と向上が必要な能力をイメージできるよう自己評価結果

をレーザーチャートで可視化する e-ポートフォリオシステム“VetLog”の運用を開始した。 

加えて、令和 2年 12 月大学の世界展開力強化事業に採択された「アフリカと日本の架け橋とな

る次世代の人材を育成する国際獣医学・保全医学教育プログラム ～ザンビア‐北大の頭脳循環成

果を基盤として～」において、ザンビア大学との国際的な保全医学のための大学院生の国際教育交

流プログラムを実施しており、本プログラムにて取得するコアスキルの修得状況を振り、長所と改

善ポイントの気づきを促進する新しい評価ツールとしてルーブリックを採用している。 

 
【地域と連携したリカレント教育の実施】 

本学では、中期計画において「研究主導型の基幹総合大学としての強みや特色を活かし、現代社会

に求められる能力を身に付ける教育プログラムを構築する」こと掲げている。各部局においても地域

の産官学組織と連携したリカレント教育を実施しており、一部を事例として掲載している。 

 
令和 4年 4月に本学を中核とした産学官金連携によるワイン産業支援組織「北海道-ワインプラ

ットフォーム」を設立した。また、ワイン産業に関する融合的な教育研究拠点「北海道ワイン教育

研究センター」では、農学研究院の教員が中心となり、北海道のワイン産業を持続的に発展させる

ための教育研究を行っている。令和 5年 9月には「北海道ワイン教育研究センター棟」を開所し、

拠点の活動のほか、国際食資源学院「ワイン生産学」の講義、北海道主催道産ワイン品質強化研修

事業「北海道ワインアカデミー」も行っている。 

「北海道ワインアカデミー」では、令和 4～5年度に「新規参入」「高度専門」の 2コース合計 28

講義によるカリキュラムを開講(延べ 59名受講)し、栽培・醸造やマーケティングなど道内ワイナ

リーでの実習と本学での座学などを重ね、北海道におけるワインの製造技術普及、質の向上に貢献

した。 

 

公共政策学教育部では、社会貢献活動の一環として、地方議会・行政の更なる活性化・充実に資

するよう、地方議員・公務員の自己啓発・研鑽の機会を提供するため、2008年度以降、継続的して

「地方議員・公務員向けサマースクール」を開催している。 

 

教育学研究院では、自治体・NPO等と協働して「北海道子どもの生活実態調査」等の調査、公開

講座、研究会・講演会、教育実践活動を実施しており、持続的なリカレント教育の検討を重ねてい

る。 

https://www.vetmed.hokudai.ac.jp/study/vnj/eaeve/
https://onehealth.vetmed.hokudai.ac.jp/programs/
https://onehealth.vetmed.hokudai.ac.jp/programs/
https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/
https://africa.vetmed.hokudai.ac.jp/
https://africa.vetmed.hokudai.ac.jp/
https://africa.vetmed.hokudai.ac.jp/
https://terroir-hokkaido.jp/
https://terroir-hokkaido.jp/
https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine/home
https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine/home
https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%A3%9F
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/wineindustry.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/wineindustry.html
https://www.hops.hokudai.ac.jp/social/summerschool2024/
https://www.edu.hokudai.ac.jp/rcccd/projects/child-life-research-project/
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北方生物圏フィールド科学センターでは、令和 5年度よりリカレント教育・アウトリーチワーキ

ンググループを発足し、社会人・社員向けのリカレント教育プログラムの企画立案を進めている。

忍路臨海実験所および生物生産研究農場余市果樹園では、令和 4年度にイオン北海道社員とその家

族に向けて環境保全や農業生産にかかわる体験授業を行った。令和 5年度は七飯淡水実験所でリカ

レント教育プログラムを整備し、イオン北海道社員を対象に試行した。ここでは、世界と日本の水

産業の現状に関する講義、養殖と増殖に関する講義、サケ科魚類の採卵・人工授精実習、魚の〆方

実習を提供した。また、持続的な漁業モデルの構築と離島の地域創成を目指す活動を行っている漁

業者がオンラインゲストスピーカーとして話題提供を行った。 

 

【多様な国際教育プログラムの展開】 

   本学では、中期計画において「多様な国際教育プログラムを戦略的に実施」することを掲げてい

る。各部局においても様々な国際教育プログラムを展開しており、一部を事例として掲載している。 

 
教育学部では、双方向型短期留学支援プログラム「ESD (Education for Sustainable 

Development)キャンパスアジアパシフィック」を韓国・高麗大学校とソウル国立大学校、中国・北

京師範大学、タイ・チュラロンコン大学及びロシア・サハリン国立大学の各教育学部と連携して平

成 23年から令和 5年まで毎年開催した。 

 

理学院では、令和 4年 12月に文部科学省「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラ

ム」として「データ駆動型と仮説駆動型の複眼的視野を持つグローバル人材育成プログラム」が採

択され、令和 5年 10 月から国費留学生 3名が入学した。また、本プログラムの採択に合わせ、 DX

に基づく（データ駆動型）視点と、深い数理科学的洞察力に基づく（仮説駆動型）視点の複眼的視

野を併せ持ち、グローバル課題の解決に立ち向かう次世代のデータサイエンス人材を養成する「複

眼的高度 DX人材育成プログラム」を令和 5年度 4月に開設した。 

 

工学院では、英語による教育と研究指導を行う、英語特別コース「e3(English Engineering 

Education)プログラム」を平成 12年度から進めており、全 13専攻で 230科目程度を英語で開講し

ている。また、工学系教育研究センター(CEED)において「専門の枠を超えて国際的に活躍できる人

材を育成するための実践的プログラム」を提供し、国内インターシップ派遣や海外インターンシッ

プ派遣を積極的に支援している。 

 

獣医学院では、「アフリカと日本の架け橋となる次世代の人材を育成する国際獣医学・保全医学

教育プログラム ～ザンビア‐北大の頭脳循環成果を基盤として～」において、ザンビアとの交流

を推進しており、異分野連携を意識して多岐にわたる部局の学生が参加し専門性を維持しつつ各大

学院の特性に合わせたオーダーメードの教育を実施している。 

 

情報科学院では、ビッグデータと IoTに関する協同センター（CCB）において、令和 4～5年度に 

本学で開発した学習可能なエッジ AI デバイスを利用したシステム開発演習の国際ワークショップ

「Edge AI Workshop」 を開催し、本学とシドニー工科大の学生が参加した。 

  

https://www.edu.hokudai.ac.jp/graduate_school/international/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81_esd/
https://www.edu.hokudai.ac.jp/graduate_school/international/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E4%BA%A4%E6%B5%81_esd/
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1419613_00006.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1419613_00006.htm
https://www2.sci.hokudai.ac.jp/gs/special-education-program
https://www2.sci.hokudai.ac.jp/gs/special-education-program
https://eprogram.eng.hokudai.ac.jp/e3/admission-jp/enroll
https://eprogram.eng.hokudai.ac.jp/e3/admission-jp/enroll
https://www.ceed.eng.hokudai.ac.jp/industory/internship
https://africa.vetmed.hokudai.ac.jp/
https://africa.vetmed.hokudai.ac.jp/
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【大学・企業等との積極的な連携】 

   大学・企業等と教育を目的としたコンソーシアムを形成するなど、大学、企業等との積極的な連携

に取り組んでおり、一部を事例として掲載している。 

 
理学研究院が主導し、「理学分野において活躍可能な実践力・デザイン力のある高度データ関連

人材を育成すること」「高度データ活用に関する最先端研究の社会実装、応用、実用化の推進を支

援すること」を目的として、理学院を含む理学系大学院の人材育成にご協力いただいている企業と

のコンソーシアム「スマート物質科学人材育成コンソーシアム」を設置した。令和 4～5年度に、

企業との連携により、博士課程学生がデータサイエンス手法によって実践的課題に取り組む人材育

成プログラムを実施し、博士課程学生 3名が参加した。また、セミナー1回、総会・懇談会 2回を

開催した。 

 
工学院では、平成 29 年に日本初の資源工学に関する共同教育課程とし

て九州大学大学院工学府と共同資源工学専攻を開設しており、資源国から

の留学生と日本人学生の協働教育による「我が国の鉱物資源の安定供

給・確保の中核を担うエキスパート」の育成に努めている。その新たな

フェーズとして、令和 4年 4月に民間企業及び公的機関と連携して「資

源系教育コンソーシアム」を設立した（令和 5年度末時点で 20社 7機関

と連携）。コンソーシアムでは、学生の海外派遣や企業インターンシップ

支援、企業からの専門家を迎えた講義の実施等、資源工学分野における新たなキャリア・リカレン

ト教育システム（プロと学生が一緒に学ぶリモート教室など）構築を進めている。 

 
【地域と連携した教育体制の構築】 

地域と連携した教育プロジェクトの事例として、函館マリカルチャープロジェクトの取組を掲載

している。 

 
 水産学部及び水産科学院では、函館市が申請した「魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋

都市の構築 ～地域カーボンニュートラルに貢献する水産養殖の確立に向けて～」（函館マリカルチ

ャープロジェクト）に参画し、内閣府「地方大学・地域産業創生交付金」の令和 4年度交付対象事業

として採択され、函館市内高等教育機関と連携して地域の水産業活性化に貢献し得る人材育成を目

標にした「CREEN人材育成カリキュラム」の構築を開始した。また、同事業の一貫として、学生によ

る地域活性化のための自発的プロジェクトとして「函館をもっと良いまちに！プロジェクト」を令

和 5 年度に立ち上げ、これを推進する学生団体「ISARIBI with」を地域水産業共創センターの支援

により発足させた。 
  

Sustainable Resources 

Engineering Education 

Consortium 

https://srec.eng.hokudai.ac.jp/about
https://srec.eng.hokudai.ac.jp/about
https://mariculture.marine-hakodate.jp/
https://mariculture.marine-hakodate.jp/
https://mariculture.marine-hakodate.jp/
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/daigaku_kouhukin/index.html
https://mariculture.marine-hakodate.jp/sector/development/
https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/230519_pr4.pdf
https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/news/isaribi-with_news.html
https://www2.fish.hokudai.ac.jp/rfc/
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（2）研究・社会連携 

産学官連携、世界共通課題解決、社会実装に関する研究等が数多くの取組が実施され、このうち、感

染症、国際情勢、防災、異分野融合、研究支援、地域との連携及び広報等に関する代表的な取組を掲載

している。 

 
【産学連携による感染症予防・診断・治療法の開発】 

人獣共通感染症国際共同研究所では、産業創出部門「シオノギ抗ウイル

ス薬研究部門」において新型コロナウイルス感染症治療薬候補物質の開発

研究を推進し、国内初の新型コロナウイルス感染症経口治療薬 Ensitrelvir

（S-217622 ゾコーバ）が厚生労働省より製造販売承認された。 

 その他、新型コロナウイルス関連の研究成果を査読付き学術誌に 20本以

上発表、デンカ（株）と共同で開発したエボラ出血熱迅速診断キットのコン

ゴ民主共和国内での承認申請（PMDA による国内製造販売承認取得済）、獣医学研究院内産業創出部

門「先端創薬分野」において治療薬候補抗体の獣医主導型臨床試験を継続するなど、感染症予防・

診断・治療法の開発を行っている。 
 

【国内他大学との連携による研究の加速】 

人獣共通感染症国際共同研究所では、東京大学（医科学研究所）、大阪大学（微生物病研究所）、

長崎大学（熱帯医学研究所及び高度感染症研究センター）と共に組織した感染症研究教育拠点連合

による事業「連携基盤を活用した感染症制御に向けた最先端研究・次世代人材育成事業」によっ

て、感染症の基盤研究を推進し、感染症発生における対応体制を確立した。令和 4～5年度に本連

合運営のための委員会（マネージングボード、アクティングボード及びアドバイザリーボード）を

設置するとともに、4大学間で感染症戦略協議会特定共同研究を立案・実施し、効率的な共同研究

の推進と拠点間の連携体制の強化を行った。 

 

【ウクライナ及び隣接地域研究ユニットの立ち上げ】 

スラブ・ユーラシア研究センターでは、現在のスラブ・ユーラシア研究の中核的な問題であるロ

シアのウクライナ侵略戦争に関わる諸問題及びウクライナそのものの研究に総力を挙げて取り組ん

でおり、令和 5年にウクライナ史研究の世界的権威であるセルヒイ・プロヒイ教授（ハーバード

大）を含む 3名を招へいし、様々な共同研究やメディア発信、政策提言を行い、この成果に基づい

て、学内公募の部局配分事業（スタートアップ）を受けて日本初となる

「ウクライナ研究ユニット」を立ちあげた。 

その他、ウクライナ又はウクライナ戦争関係がテーマの公開シンポジウ

ム・研究会・講演、ハーバード大学のロシア・ユーラシア研究デイヴィス

センターとウクライナ研究所との関係強化を目的としたセミナーEurasia 

from the East等を開催した。 

 
【気候変動風水害リスク評価技術等の研究開発】 

工学研究院教員を研究責任者として、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）課題「スマ

ート防災ネットワークの構築」のサブ課題のひとつである「リスク情報による防災行動の促進」が

令和 5年度に採択され、16 の共同研究機関が一体となり気候変動風水害リスク評価技術等の研究開

発に着手した。本課題の令和 5年度実績は、「A+」（6段階の上位 2番目）の総合評価を受けた。 

  

流行地で使用されている 

エボラ出血熱迅速診断キット 

ウクライナシンポジウム 

https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/221128_pr.pdf
https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/221128_pr.pdf
https://www.bosai.go.jp/info/news/2023/20230630.html
https://www.bosai.go.jp/info/news/2023/20230630.html
https://www.nied-sip3.bosai.go.jp/research/detail-b.html
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【異分野融合の促進】 

社会科学実験研究センターでは、競争的資金 32件（代表 12件、分担 18件）を得て、以下の共

同研究を通じた異分野融合研究を一層推進している。 

・科学技術振興機構の戦略的創造研究推進事業 CRESTでは、人工知能研究と社会心理学、社会学、

政治学といった幅広い社会科学分野の研究者とのコラボにより、オンライン上の民主主義の社会

実験や社会実装が進んでおり、実験手法を用いた民主主義の検証という方法論に留まらず新たな

学問的統合が加速している。 

・環境再生保全機構の環境総合推進費では、社会心理学と土壌汚染や大気汚染等の環境工学の専門

分野との結節による環境政策への統合的な政策パッケージの提言のほか、学会誌で小特集が組ま

れるなど学際的な研究のコミュニティにおいて先導的な知見を提供している。 

  ・人類学の研究者と共同で相互協力を達成可能な評判システムのための情報統合プロセスのモデル

研究を行っている。 

・工学系の研究者との共同研究により、人馬一体感の創発メカニズムや、ウマとヒトの歩行同期と

親近感の関連の検討について、画像解析を用いて分析を実施している。 

・計算社会科学や応用統計学と行動経済学の結節を試みるプロジェクト研究も開始されている。 

 

【産学連携の組織的サポート体制の強化と先進的基盤技術の社会実装】 

工学研究院では、産学連携支援及び若手教員のマネジメント力強化を目的として、令和 4年 4月

に立ち上げた産学連携アドバイザリーチームより民間との共同研究を中心に組織的な研究支援を継

続して行った。除雪の自動化や蓄熱材の実装化、紙製デバイスの実用化等の研究テーマの継続的な

支援に加え、共同研究の進展に伴ったネクストステージへの展開に関するサポート、金属積層造形

プロセスのための金属原料粉の開発に関する共同研究契約締結に関するサポート等を行った。ま

た、北海道の過疎地に対する地域課題解決に関する検討も行っている。 

 
【f3（エフ キューブ）工学教育研究センターにおける人材育成】 

高度工学リーダー人材の育成を目的とする「f3（エフキューブ）工学教育研究センター」が支援

し、f3センター小型宇宙推進ユニットを基盤に創業された Letara社は、令和 4年度において 1.2

億円の資金を調達して事業を本格化させ、令和 5年度は投資資金と経済産業省 Go-Tech 事業の採択

等を合わせて 4億円超の資金調達に成功した。 

また、令和 5年度に「次世代工学リーダー人材育成コンソーシアム」の会員企業 13社との意見

交換、共同研究相手企業へのインターンシップ学生 29名の派遣、博士課程学生が研究紹介を行う

「工学系博士フォーラム」の開催等を行った。 

 
【障がい者の口腔健康の維持増進に向けた地域・社会連携】 

障がい者が特別支援学校や各学校の特別支援学級に通学している期間では、学校の健診により口

腔健康管理が行われているが、卒業後、歯科健診のシステムが施設や就業場になく、口腔健康管理

が不十分な状態となっていることから、歯学研究院では、札幌市、札幌歯科医師会、北海道医療大

学歯学部、障がい者の親の会及び障がい者施設が連携し、施設での歯科健診を令和元年度から継続

して実施しており、歯科健診の定常化に努めている。 

 本取組は、行政歯科保健担当者研修会（厚生労働省）において紹介されるとともに、障がい者の

歯科健診の定常化について札幌市歯科口腔保健推進条例に組み込まれることが決定された。 

  

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/about/index.html
https://www.erca.go.jp/suishinhi/
https://www.eng.hokudai.ac.jp/engineering/e428/headlines/
https://f3.eng.hokudai.ac.jp/
https://www.letara.space/ja
https://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20230623/index.htm
https://www.hkd.meti.go.jp/hokig/20230623/index.htm
https://f3.eng.hokudai.ac.jp/hokudaidforum2023.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32593.html
https://www.city.sapporo.jp/gikai/html/giinteianjorei.html
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【国際シンポジウムの開催と広報活動の推進】 

化学反応創成研究拠点(ICReDD)では、令和 5年 1月から令和 6年 1月にかけ 3回の国際シンポジ

ウムを開催し、国内外の研究者による講演及びポスターセッションを実施した。延べ 876名の研究

者が国内外から参加した。また、令和 5年 10月には、同年開始となった研究プロジェクト「List

サステナブル DX 触媒連携プラットフォーム」のキックオフシンポジウムを開催し、ICReDDの PI・

ジュニア PIや招待講演者による講演を行い、有機触媒化学を牽引する著名な研究者（プラットフ

ォームフェロー）5名を含む 95 名が参加した。 

このほか、拠点 HPや SNSにおいて研究成果の発信に力を入れるとともに、毎月の研究ハイライ

トを伝える「Monthly News Postcard」、研究内容をわかりやすく伝える「Quaternary News 

Poster」、年次レポート「Annual report」を発行し、国内外に向けて広く情報発信した。 

 
【教育・研究の情報発信、ボランティア活動の場の提供】 

総合博物館の入館者数は、国内大学博物館トップクラス（約 18万人）で、札幌市の観光施設で

も 15位前後に位置している。本学の全 12学部及び 7つの附置研究所や研究センターの常設展示、

夏季企画展示や土曜市民セミナーの開催などにより本学の教育・研究の最先端を社会に広く発信し

ている。 

また、総合博物館本館及び水産科学館のボランティア登録者は、令和 6年 3

月時点で 274人（内博物館で 10 年以上継続している者 72人）で、日本の大

学博物館では最大規模のボランティア組織となっており、先駆的な成功例と

して多方面からの視察も広く受け入れている。ボランティアは、標本・資料

の維持管理、展示解説など 16のグループに別れて活動しており、生涯学習の

実践の場、リカレント教育の場としても市民に活用されている一方、カルチ

ャーナイトやチェンバロコンサート、4Dシアターなどにおいて博物館活動の一翼を担う活躍をいた

だいている。またボランティア活動している方が論文を執筆した例もあり、多様な研究人材の輩出

にも貢献している。 

  
【札幌テレビ放送等外部団体との積極的な連携】 

総合博物館では、令和 5年 9月に札幌テレビ放送（STV）と連携し、JR札幌駅で 1週間の出張展

示「北海道大学総合博物館がやってきた！JRタワー・エゾミュージアム」を開催し、約 45,000人

が来場した。同年 11 月には、STV と SDGs 推進本部と連携の上、SDGsデーを開催し、講演・ワーク

ショップ・カードラリーを行った。 

その他、札幌周辺地域の教育施設が連携し、地域住民への実物科学教育を進めるネットワーク

「CISE ネット」の事務局を運営、地下歩道空間チ・カ・ホでの出張展示「北大サイエンスフェスタ

2023」に CISEネットの後援として参加、マスコミとの連携・協力によりテレビ等へ数多く出演

（令和 4～5年度 155件）するなど、積極的に外部団体と連携し、広報活動等を展開している。 

  

館長からの表彰 
（5 年･10 年継続した方が対象） 

https://www.museum.hokudai.ac.jp/lifelongeducation/volunteer/
https://www.museum.hokudai.ac.jp/outline/bunkan/
https://www.museum.hokudai.ac.jp/outline/publication/19878/
https://www.sustainability.hokudai.ac.jp/12511/
https://www.museum.hokudai.ac.jp/cise/explanation.html
https://hokudai-sciencefesta2023.studio.site/
https://hokudai-sciencefesta2023.studio.site/
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（3）業務運営・その他 

  本学の先進性や地域性を生かした取組やダイバーシティ＆インクルージョン推進、国際化等の数多

くの取組が実施され、このうち、SDGs、留学生支援、先住民族及び半導体関連等に関する代表的な取組

を掲載している。 

 
【オリジナル食品・商品の販売を通じた普及啓発】 

 北方生物圏フィールド科学センターでは、静内研究牧場において放牧

を中心に粗飼料主体で生産した日本短角種牛肉「北大短角牛」の、イン

ターネット販売、北海道大学フェアへの出品、新ひだか町のふるさと納

税返礼品などを通じて、広報や土地利用型の持続的な家畜生産に関する

知見を広めるためのツールとして活用している。 

 北大農場では、ウラジロエゾイチゴとラズベリーとの交雑から芳香性

で四季成りのラズベリーを育成し、「北大ラズベリー」として商法登録

を行い、余市果樹園がある余市町と連携し産地形成を進めている。 

 また、森林圏の生産物を利用した商品開発を行い、研究林での直販、

道の駅や札幌キャンパス・カフェ de ごはんなどで販売することで、本

学の広報や森林環境保全に関する知見を広めるためのツールとして活用

している。野球のバットに利用されるダケカンバやアオダモの育成に関

して、研究開発や、植樹用苗の供給を行っている。 

 七飯淡水実験所では、教育・研究を目的として人工繁殖・飼育しているサケマス類から生じた余

剰魚を食用として活用した。令和 4年度はイトウの昆布巻きを試作して販売したほか、サクラマス

を売却した。令和 5年度は「北大トラウト」を商標登録し、サクラマス、ニジマス、イトウ、カッ

トスロートトラウト、アメマスを売却するとともに、サクラマススモーク、ヤマメスモーク、イト

ウオイルコンフィを製品化した。 

 

【自然共生サイトへの認定】 

 環境省は令和 12年までに国土の 30％を保護区とする国際的目標を掲げ

ている。その実現のため、生物多様性のための 30by30アライアンスが作

られている。本学は寶金総長のもと国立大学法人として最初にこれに加盟

し、直接的に自然生態系保全を通じた社会貢献を果たすため、環境省の自

然共生サイトに雨龍研究林を登録申請し、令和 5年 10月に認定を受け

た。その大半は国際的な OECMデータベースにも登録される。さらに、令

和 6年 1月には札幌キャンパスも自然共生サイトへの認定を果たした。 

 

【ワカサギ・ヒメマス・サクラマスの生産及び保全】 

 北方生物圏フィールド科学センターでは、洞爺臨湖実験所の魚道及び

養魚施設を用いて、洞爺湖漁業協同組合及び洞爺湖町と共同でワカサギ

やヒメマス、サクラマスの生産及び保全に係る事業に着手した。洞爺臨湖

実験所の実験用魚道を遡上したヒメマスから採取・受精させた受精卵を資

源が減少している他地域の漁協及び地域企業に譲渡・販売するとともに、

壮瞥川で捕獲したサクラマスの受精卵の孵化、育成を行い、資源維持の為

に稚魚放流を行った。 

  

洞爺臨湖実験所養魚施設での

共同作業 

自然共生サイト認定証授与式 

給食への北大短角牛の提供と

食育活動 

北大トラウト 

https://cafedegohan.com/
https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/231010_pr3.pdf
https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/231010_pr3.pdf
https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/240228_pr.pdf
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【プレアドミッション・サポートシステムの構築】 

国際連携推進本部では、国際戦略 2040に掲げる「優秀な外国人留学生の正規課程への獲得」に向

けた取組として、本学大学院に入学を希望する外国人留学生のリクルーティングに関わる部局支援

を行うため、学内 8部局による試行を経て「プレアドミッション・サポートシステム」を構築した。 

同システムは、本学大学院への留学希望者からの内諾取得手続きをオンライン化したほか、デジタ

ル認証された証明書を活用することで、オンライン上での各種証明書の真贋確認を可能とした。これ

らにより、事務作業を行う部局教務担当や内諾検討を行う教員の負担が、今後、大幅に軽減されるこ

とが期待される。今後は、本システムに留学希望者のデータ収集・分析機能を追加し、優秀な留学生

の獲得に、より貢献するシステムに改良していく予定である。 

 

【学内外のアイヌ民族とその他の本学構成員の共生を実現するための取組】 

アイヌ共生推進本部では、学部生対象の必修科目の中で民族多様性の尊重等に関する講義を行

い、令和 5年度に入学した全ての学部生がアイヌ民族と北海道大学のかかわりについて学ぶ機会を

設けた。また、アイヌ民族に関する理解を深めるための全教職員を対象とする研修を行い、これま

でに、令和 5年度在籍者のうち 1,769 名が受講した。さらに、キャンパスガイドマップへのアイヌ

語併記の充実化、構内循環バスへのアイヌ語アナウンスの導入及び北海道大学生活協同組合との共

催でアイヌ料理フェアを実施し、学内のみならず、学外においてもアイヌの人々の誇りが尊重され

る社会の実現に向けた取り組みを進めることができた。令和 5年度には、アイヌ民族（同化や差別

等が原因で民族意識を持つことが困難であるがアイヌの祖先を持つ方々を含む。）に対する差別的

言動を防止するためのリーフレット等を作成し、アイヌ民族に対するレイシャル・ハラスメント対

策としては先駆的となる啓発を行った。(詳細は、アイヌ共生推進本部ウェブサイトに掲載の実績

報告書を参照) 

 

【半導体拠点形成推進本部の設置】 

 Rapidus株式会社の北海道千歳市への最先端半導体工場設置決

定を契機に、北海道地域における研究拠点の整備や半導体関連人

材の需要が高まっている中、国・地方公共団体、他大学、産業界

等からの要請に対して、大学として一元的に対応・調整等を行

い、半導体関連の人材育成・研究・企業連携等について戦略的な

方針を策定することにより、本学における人材育成及び研究推進

に寄与し、もって我が国における先端的な半導体の製造拠点形成

に資することを目的として、令和 5年 10月に半導体拠点形成推

進本部（本部長：山口理事・副学長）を設置した。 

 

【東北大学との包括連携協定締結】 

本学と東北大学は、我が国における喫緊の課題の一つである半導体

分野における産業基盤整備に向けた動きが北海道・東北地域で急加速

していることを受け、半導体分野における人材育成で重要な役割を担

い基本理念やビジョンで多くの共通点を持つ両大学が、それぞれの特

色及び教育研究資源を活かして包括的な連携関係を構築すべきであ

るとの共通認識に至り、令和 6年 1月に包括連携協定を締結した。 

  

北海道大学半導体拠点形成推進本部 

包括連携協定締結式 

https://www.hokudai.ac.jp/international3/pdf/Hokkaido_University_Global_Vision_2.pdf
https://futuregrad.oia.hokudai.ac.jp/admissions/pss/
https://www.hokudai.ac.jp/pr/johokokai/ainu/
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３－１．大学評価基準の適合状況（令和 6年 6月時点） 

文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関（大学改革支援・学位授与機構）の評価基準等を参照し、評

価項目、実施時期等を定め、教育活動、図書及び教員の配置に係る項目を自己点検・評価した結果、基準

５－３を除き評価基準を満たしていることを確認した。本項では、「(1) 改善を要する点が認められた評

価基準」「(2) その他評価基準に関する質の向上に向けた取組」を掲載している。 

なお、本学は令和 3年度に大学改革支援・学位授与機構から「同機構が定める大学評価基準に適合して

いる」との評価を受けている。 

 
（大学改革支援・学位授与機構が定める大学評価基準等） 

https://www.niad.ac.jp/evaluation/certification_evaluation/ce_university/ce_un_outline/ 
 
（1）改善を要する点が認められた評価基準 

【基準５－３】 実入学者数が入学定員に対して適正な数となっていること 

法学研究科博士後期課程 

（改善を要する点） 

過去 5 年間（令和 2 年度～令和 6 年度）の入学定員に対する実入学者の割合の平均（秋入学者

を含む）」が 0.7 倍未満となり、実入学者数が入学定員を大幅に下回っている。 

 R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 
平均 

入学者数(A) 2 7 4 6 4 － 

入学定員(B) 15 15 15 15 15 － 

入学定員充足率(A/B) 13％ 47％ 27％ 40％ 27％ 31％ 

（改善に係る取組） 

令和 4 年 9 月及び令和 5 年 10 月に教育改革室長から適正化に向けた対応を求める文書を発出

し、法学研究科ではこれを受け、対面とオンラインによるハイブリッド形式で大学院説明会を実施

し、併せてホームページに説明会動画を掲載した。また、説明会では同研究科博士後期課程修了

後、同研究科助教となった教員の体験談を盛り込む等、広報活動の強化に取り組んでいる。 

また、全学的な対応として、令和 3年度から博士課程の学生を対象とした「北海道大学アンビシ

ャス博士人材フェローシップ」及び「DX博士人材フェローシップ」（令和 6年度からは「EXEX博士

人材フェローシップ」に統一）事業を開始し、博士課程学生向けに経済支援、研究支援、キャリア

パス支援を行い研究に集中できる環境を整備することで、博士課程への進学を促す取組を実施し

ている。 

加えて、令和 4年度からは学部学生を対象とした必修科目「北大での学び」を開講し、大学院博

士課程進学を見据えた学部と大学院の一貫性キャリア教育に取組み、将来に向けた改善に取り組

んでいる状況である。 

 

保健科学院博士後期課程 

（改善を要する点） 

過去 5 年間（令和 2 年度～令和 6 年度）の入学定員に対する実入学者の割合の平均（秋入学者

を含む）」が 1.3 倍以上となり、実入学者数が入学定員を大幅に超えている。 

 R2 

年度 

R3 

年度 

R4 

年度 

R5 

年度 

R6 

年度 
平均 

入学者数(A) 15 20 9 12 12 － 

入学定員(B) 10 10 10 10 10 － 

入学定員充足率(A/B) 150％ 200％ 90％ 120％ 120％ 136％ 

 

https://www.niad.ac.jp/evaluation/certification_evaluation/ce_university/ce_un_outline/
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（改善に係る取組） 

令和 4 年 9 月及び令和 5 年 10 月に教育改革室長から適正化に向けた対応を求める文書を

発出し、保健科学院ではこれを受け、令和 4年度以降、適正な入学定員の管理を実施してい

る。 

 

（2）その他評価基準に関する質の向上に向けた取組 

【基準６－４】学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用され

ていること 

生命科学院 

シラバスの記載内容を組織的にモニタリングする体制について、生命科学院代議員会議で検討

した上で、令和 6年度に試行する予定である。 

 

【基準６－５】学位授与方針に則して、適切な履修指導、支援が行われていること 

法学研究科 

法学政治学専攻において、例年、北海道庁が募集しているエクスターンシップ実習を授業科目と

していたが、令和 5年度は募集が無かった。今後もこの状況が続くようであれば、別の「社会的・

職業的自立を図るために必要な能力を培う取組」の検討を行う予定である。 

 

【基準６－６】教育課程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること 

国際食資源学院 

令和 6年度分より、教務・学生委員会にて成績評価の分布を点検し、食資源学演習（ゼミ）、食

資源学研究（修論研究）の成績評価については、副指導教員と成績評価を共有する予定である。 

成績に対する異議申立て制度について、現状では、教務担当窓口から関係教員等へ照会、必要に

応じて学生及び授業担当教員から聞き取りを行ったうえで調査結果を回答しているが、令和 6 年

度第 4期より教務・学生委員会が対応する予定である。また、答案、レポートについて、管理規程

に基づいた保管を徹底することとしている。 

 

【基準６－８】大学等の目的及び学位授与方針に則して、適切な学習成果が得られていること 

文学院 

標準修業年限内での修了率、また、その 1.5 倍での修了率の向上のため、指導体制の可視化、

個々の学生の進捗状況を細かく把握し教員の意識改革を促すとともに、研究環境の充実やきめ細

かな研究指導により円滑な学位取得を目指す予定である。 

令和 4 年度入学者より、入学した年の 5 月末までに、指導教員が研究指導計画を学生に明示す

るとともに、学院長に提出することとし、円滑な研究指導の実施を促している。 

また、論文執筆前段階にあたる「研究論文Ⅱ」（通常 2 年次第 2 学期に作成）に合格後、1 年以

上博士学位論文を提出していないものについては、教授会で進捗状況を報告することとしている。 

 

教育学部 

卒業後一定期間の就業経験等を経た卒業生へのアンケートの回収率向上策について、新たな実

施方法も含め、学部教務委員会にて現在検討を進めている。 

 

法学研究科 

令和 5年度は、3年に１度実施している企業等調査（企業アンケート）の実施年度であり、総合

IR 本部が実施する調査結果を活用することとしているが、調査スケジュールの関係上、年度内に

学習成果の確認を実施できなかったため、令和 6年度以降に実施予定である。 
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環境科学院 

修了後一定期間の就業経験等を経た修了生への調査の開始へ向けて、学院同窓会、ホームカミン

グデー等を活用した独自調査の実施を検討している。また、就職先等への調査において、より多く

の回答を得るため、同様に独自調査を検討する予定である。 

 

教育学院 

修了後一定期間の就業経験等を経た修了生に対する意見聴取として、令和 4 年度に教務委員会

の教員が異なる職種や修了年の修了生を対象に実施した聞き取り調査を踏まえ、今後の実施方法

を検討した結果、同様の方法で継続的に実施するのは困難との結論に至った。現在、教務委員会に

て実施方法を検討中である。 

 

国際食資源学院 

修了後一定期間の就業経験等を経た修了生、就職先等からの意見聴取の開始へ向け、令和 6 年

度中に実施方法の検討を開始予定である。 
 

公共政策学教育部 

令和 5 年度は、3 年に 1 度実施している企業等調査（企業アンケート）の実施年度であったが、

調査スケジュールの関係上、総合 IR本部が実施する調査結果を活用して学習成果を確認すること

ができなかった。そこで、教育課程連携協議会を利用して就職先等の関係者からの意見聴取を実施

したが、網羅性に限界があったことから、今後は引き続き総合 IR本部から提供された回答データ

を自己点検・評価に活用する予定である。  
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３－２．専門職大学院認証評価基準の適合状況（令和 6年 6月時点） 

文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関の評価基準等を参照し、評価項目、実施時期等を定め、

各専門職大学院において自己点検・評価した結果、専門職大学院認証評価において指摘があった事項

等の改善が図られていることを確認した。 

なお、本学の専門職大学院については、以下のとおり各認証評価機関から評価を受けている。 

法学研究科 

法律実務専攻 

（法科大学院） 

令和 4年度に大学改革支援・学位授与機構から「同機構が定め

る法科大学院評価基準に適合している」と評価を受けている。 

経済学院 

会計情報専攻 

（経営系専門職大学院） 

平成 5年度に大学基準協会から「同協会の経営系専門職大学院

基準に適合していると認定する。」と評価を受けている。 

公共政策学教育部 

公共政策学専攻 

（公共政策系専門職大学院） 

令和元年度に大学基準協会から「同協会の公共政策系専門職大

学院評価基準に適合している」と評価を受けている 

（令和 6年度に同協会の専門職大学院認証評価を受審中）。 
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Ⅲ．参考 

１．北海道大学の基本理念と長期目標 

２．HU VISION 2030 

３．関係規程 

 ・国立大学法人北海道大学質保証規程 

 ・国立大学法人北海道大学質保証推進本部規程 

 

https://www.hokudai.ac.jp/introduction/plan/kihonrinen/
https://www.hokudai.ac.jp/introduction/plan/huvision2030/
https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000961.html
https://www.hokudai.ac.jp/jimuk/reiki/reiki_honbun/u010RG00000960.html
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